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I 鳥取県におけるがんの現状とがん対策推進計画

がんによる死亡は、国においては昭和 56年から、 J鳥取県においても昭和 57年から死因の第 1位

であり、全死亡の約 30%を占めている状況であり、国において、平成 19年に、がん対策基本法を

施行するとともに、がん対策推進基本計画を策定され、本県においても平成 20年 4月に鳥取県がん

対策推進計画を策定。さらに平成 25年4月には、第二次となる鳥取県第二次がん対策推進計画(以

下、 「二次計画」という。)を策定しました。

この鳥取県第二次がん対策推進計画アクションプラン(以下、 「アクションプラン)としづ。)

は、二次計画の f3計画の期間及び計画の進め方」に基づき、計画を実現するための現状分析及び

具体的な取組みを示すため策定するものです。

1 死亡状況からみたがんの現状

(1)死因別死亡者数

本県の平成 24年の死亡者総数は 7，074人で、そのうちがん死亡は 1，9 1 4人 (27. 0 

%)と死亡者の約3割を占め、昭和 57年以来死因の第 1位となっており、全国と同様の傾向を示

しています。
年齢階層別死因では40歳代以上で第 1位となっています。 10歳代から 30歳代においても死

因の第3位以内となっています。

〈鳥取県におけるがん年齢階層別死因数(平成24年)> 
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(2)がん死亡者数
がん死亡者は、年々増加傾向にあり、平成 22年には2千人を超えましたが、平成 24年に

は約 100人減少しました。
平成 24年のがん種類別死亡者数(男女計)は、 「肺がんJ383人、 「胃がんJ297人、
「大腸がんJ244人の順となっています。
1 0年前と比べ、 「勝がん」、 「大腸がん」、 「乳がん」の死亡が増加し、 「肝臓がん」は減
少しています。
男性は、 「肺がんj が死亡者数の第 1位。女性は、 「大腸がんJ及び「肺がんj が多い傾向

となっています。
く年次推移(金年齢)>

0がん 75歳未満年齢死亡者と 75歳以上年齢死亡者数の傾向

がん対策推進計画では、 75歳未満のがん死亡者の減少を目指しています。木県のがん死亡者数は

全年齢で増加傾向にありますが、 75歳未満死亡者は減少傾向にあります。
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(:3) 75.朱満がん年齢聞盤死亡率(人口 10万対)

鳥取県のがん75歳未満年齢誤軍事死亡率川万人対)の年次推移

110.0 

0本県の 75歳未満がん年齢調整死亡

率(全部位)は、全国と同様に下降傾

向にありますが、全国より高く(悪く)

推移しています。

(平成 24年全国平均との比較)

男女計[第 39位]

鳥取 84.7人(前年 91.7人)

全国 81.3人(前年 83目 l人)

0女性は全固とほぼ同様に推移していますが、男性は全国より高く推移しています。

男性[第 34位] 女 性[ 第 38位]

鳥取 108.9人(前年 122.9人) 鳥取 62. 2人(前年 63.9人)

全国 104.6人(前年 107.1人) 全国 60. 1人(前年 61.2人)
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【がん 75歳未満年齢調整死亡率 (10万人対)の年次目標達成状況】

※目標=第l次計画策定年(平成 19年=96.2)を基準とし、がん 75歳未満年齢調整死亡率を 10年間で 20%減少。

計画 J 第1次計爾 ケ ω 望書 2~1t国
年。 H20 H21.. H24. 刻2S 3 勺 H24 H25人 七日211ν H27. H28 持29

年次 94.3 92.4 90.4 88.5 86.6 84. 7 82. 7 80.8 78.9 77.0 

目標 位協滅) (4'相滅) (6唱到底) (側滅) (10%滅) (12国滅) (14幅減) (16目減) (1時誠) (20国誠)

実績 96.6 85.8 96.2 91.7 84. 7 

評価 来達成 達成 未達成 朱達成 達成

【がん 75歳未満年齢調整死亡率(10万人対)の部位別目標達成状況】

項目 計画策定時 現状値 県目標値との比較

平成19年 平成24年 平成24年目標 平成29年目標

鳥取県 全国 鳥取県 全国 (対19年12%減) (対19年20~見被)

全がん 96.2 88.5 84. 7 81. 3 86.6" 77.0 

胃 15. 7 12. 7 12.2 10.5 12.6 

大腸 12.3 10.9 11. 1 10.5 9. 8 

肝臓 13.3 9. 3 7.5 6.4 10.6 

肺 15.1 15.3 卜-27-1140..8 2 
13.6 12. 1 
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140..0 5 
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食道 5. 3 4. 6 3.4 4.8，告 4.2 

胆のう 3. 3 3. 0 

266...8 3 1 

2.7 3.0会 2目 6

勝臓 6.4 6.4 7. 0 トー--21- 5目 l

子宮 4.4 4.2 4. 6 
卜

3. 5 

卵巣 1.4 け6
4.4 3. 7 1.1 

前立腺 3.3 .6 1.1 
20..9 4 

2.6 

勝脱 0.6 0.9 
21.0 0 

0.5 

リンパ組織 3.5 2.2 2.2 3.2会 2. 8 
出典・国立がんセンターがん対策情報センタ

人口動態統計による「がん統計都道府県比較 75歳未満年齢調整死亡率(部位別)もとに作成
注)・・・女印l士現状傭(平成 24年)が目標値を上回っている部位R

Z がん対策推進計画の計画期間と全体目標

平成 25年4月に策定した第二次計画の期間は、平成 25年度から 29年度までの 5年間です。

【全体目標】 ※目標期限【5年以内(平成29年度まで)】

1 がんによる死亡者の減少(がん75歳未満の年齢闘盤死亡率の20%減少)
※第1次計画策定年(平成19年)を基準とし、がん75歳未満年齢調整死亡率を10年間で20%減少。

H19年96.2司 (20幅減少)司H29年 77.0

2すべてのがん患者及びその家族の普痛の軽減並びに療養生活の貨の維持向上

3 がんになっても安心して暮らせる社会の構築

重点的に取組むべき標題

1 .肝臓がん対策の推進

2.事Lがん対策の推進
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E アクションプランの策定と進行管理

1 アクションプランとは

「鳥取県がん対策推進計画アクションプランJとは、 「鳥取県第二次がん対策推進計画」に定め

た分野ごとの個別目標を達成するため、誰が、どんな取組により、いつまでに、どこまで白指すか

を明確にしたの具体的な取組を定めたがん対策推進のための設計書です。

本計画を推進させるため、 PDCAサイクノレ(下図)により、本計画の目標の達成状況等を毎年把握し、

「鳥取県がん対策推進計画アクションプランJにおいて、その状況を明らかにするとともに、鳥取県がん対

策推進県民会議において、毎年、計画の進捗管理及び評価を行います。

また、県は、鳥取県がん対策推進県民会議における協議結果等に基づき、必要に応じて計画の見直しを

随時行うとともに、有効な取組の実施等について検討します。

また、ア夕、ンョンプランの内容は、県ホームベージに掲載するなど、広く県民に公開します。

くがん対策推進計画における PDCAサイクル>

0現状の把握、 O目標指標の設計、 0計画コンセプトの検討

J鳥取県がん対策推進計画
(必要に応じ見直し)

、
鳥取県がん対策
推進県民会議
(毎年開催)

O現状に基づく
計画見直しの検討

O現状に基づく
取組の検討

※継続、拡張見直し、

J鳥取県がん対策推進計画
アクションプラン

(毎年作成)

0計画に基づく
取組みの実行

鳥取県がん対策
推進県民会議
(毎年開催)

0取組実行による変化の把握(毎年)
0目標指標に対する現状の継続的な把握・評価(毎年)

2 アクションプランの策定
アクションプランは、関係機関の代表者、学識経験者、息者代表等により構成する「鳥取県がん

対策推進県民会議Jにおいて内容の検討を行うとともに、関係団体からの意見聴取等により、その
意見を反映することと
しています。

アクションプランで
は、鳥取県がん対策推進
計画に定めた分野ごと
の個別目標や目標達成
に向けたこれまでの取
組実績や、今後の取組み
等をまとめます。

また、現在、固において、国がん計画の中間評価のための指標策定が検討されています。今後、国が示
す評価指標等も参考にしながら、全国比較性向上も視野に本プランの内容について継続して検討します。
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3 計画における施策項目と取組の主な柱

がん対策推進計画における施策項目 取組な主な柱

がん予防の推進 0たばこ対策

0生活習慣(食生活・運動習慣)の改善

0子宮頚がんワクチン接種の推進

z がんの早期発見 0がん検診の普及啓発

0がん検診の受けやすい体制づくり

0職域におけるがん検診の推進

0質の高いがん検診の推進

3 がん医療の推進

①放射線療法、化学療法、手術療法の更なる充実と 。角度ながん治療を提供できる体制整備
チ}ム医療の推進 0専門的な医療従事者の育成

0県外医療機関との高度専門分野におけ

同亦んと診断された時からの緩和ケアの実施
る広域的ながん医療の連携

0緩和ケア研修受講医の増加

0緩和ケア病棟の整備

0緩和ケアの普及啓発

③住み慣れた家庭や地域で療養できる在宅医療の 0外来放射線療法・化学療法の体制整備
推進 0在宅医療提供体制の整備

④その他 0希少がんへ標準的治療の提供の推進
く希少がん、病理診断、リハピリテーション〉 0病理診断医の育成・配置

0リハについて専門的知識の普及

4 医療機関の連携体制づくり 0がん拠点病院聞の連携体制の推進

0がん地域連携クリテイカルパスの推進

5 がん医療に関する相談支援及び情報提供体制の充実 0がん拠点病院における

6 小児がん対策の推進 0小児がん拠点病院との連携

0小児がんの相談等に係る研修を受けた

相談員の配置
7 肝炎対策の推進 0肝炎ウイノレス検査体制の充実

O肝炎ウイルス陽性者への定期受診勧奨の実施

0ウイノレス性慢性肝炎患者への医療費助

成制度の推進

0肝疾息診療連携ネットワークの推進

0肝炎及び肝臓がん予防等に係る普及啓発

自 がん畳録の推進等がんの実態把握・対策の評価) く院内がん登録〉

0がん拠点病院等で院内がん登録を実施

0鳥取県院内がん登録情報センター設置

0同センターによる県内がん医療につい

て評価・分析、及び県民への情報公開

く地域がん登録〉

0質の高い地域がん登録の推進

0地域がん登録の標準化導入

0本県のがんの実態把握のための統計分

析及び情報公開

9 がんの教育・普及啓発 0子どもの頃からがん教育の推進

0職場におけるがん教育の推進

0地域におけるがん教育の推進
10 がん患者の就労を含めた社会的問題 0従業員にとって、がん療養・家族看護

しやすい環境に配慮する企業数の増加

0がん経験を理由に不利益な扱いをうける

ことのない環境に配慮する企業数の増加

6 



:々戸時持主円潟応出三山市7I
E 個別目標及び取組状況
【個別目標の達成に向けた進捗管理】

〈喫煙〉

位
鋼
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町
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国
官
庫
、
山
内
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内

4
-
a
a
T
a
a
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凶
一
性
性

U
F

一
男
女

現状(実績)

評価

男性 30.2%
女性 6.附

年次目標

評価

0中学2年生
男子 Z側、女子1.1%

O高校2年生
男子 5.輔、女子1.7%

O妊産婦 3.6也

未達成

現状(実績)

年次目標

現状(実績)

評価
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〈食生活〉

現状(実績)

評価

現状(実績)

評価

く運動習慣〉

年次目標

現状(実績)

評価

年次目標

現状(実績)

評価

282.5g 

未達成

男性 11.3g
女性 10.1g

未達成

男性 6.627歩
女性 5.473歩

朱達成

男性 26.6軸
女性 29.4%

未達成

350g以よ
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|ア 施策の方向怯と具体的取組(計画より転餓)I 

〈喫煙について〉

O喫煙による健康影響に関する知識の普及等
-喫煙、受動喫煙がもたらす健康被害など、喫煙に関する知識の更なる普及を図ります0

.禁煙治療が受けられる医療機関の更なる周知を行います。
・禁煙治療費助成金の周知と更なる利用促進を行います。
・職域での受動喫煙防止を徹底するほか、禁煙を希望する者への支援を推進します。

O禁煙・分煙環境の整備
・多数の者が利用する公共の場等での全面禁煙を促進します。
-健康づくり応援施設(団) (禁煙分野)を増加させていきます。
・未成年者や妊産婦のいるところで喫煙しないなどの受動喫煙防止の徹底を図ります。

〈食生活について〉
O食に関する正しい知識の普及啓発の推進

-食と健康の関わりについての正しい知識の普及と実践につながる支援を行います。

・地域で食に関する活動をする栄養士会や食生活改善推進員連絡協議会などの団体等と連携し、

野菜や果物の摂取量を増やすこと、減塩食生活の実践についての啓発・教育を実施します。

O健康的な食生活を実践しやすい食環境の整備

・健康づくり応援施設(団) (食事分野)等の飲食庖や食品事業者と連携した健康的な食生活

を実践しやすい食環境の整備を行います。

〈運動習慣について〉

0運動する習慣づくりの必要性の普及及び家庭、地域、職場における運動実践の推進

・運動・身体活動の重要性は理解していても、行動に移せない県民の方へ、鳥取県健康づくりウ
ォーキングシステム「とりっぽ(歩)Jを活用するなどして、日常的なウォーキングの推進を
図ります。

・ウォーキング大会への参加によるウォーキングの推進を図ります。
・車社会にあっても、各個人で意識的に 1日の歩数を上げるための取組(エコ通勤、自転車利用
など、環境分野と連携した取組など)を行います。

-健康づくり応援施設(団) (運動分野)と連携した運動習慣の普及・定着を図ります。
・誰でも手軽にできる運動の普及(日常生活ストレッチング、御当地体操など)を行います。

〈子宮頚がん予防ワクチンについて〉
・予防接種法における定期接種化の動向等を踏まえつつ、接種事業の実施主体である市町村及び
学校、医療関係者等と連携を図りながら、子宮頚がん予防Vクチン接種の普及啓発に取り組み
ます。

|イ これまでの取組状況|

〈喫煙について〉

O喫煙による健康影響に関する知識の普及

・世界禁煙デ一、禁煙週間事業(街頭キャンベーン、パネル展など)の展開

・平成 19~21 年度の 3 年間で育成した禁煙サボーター (85 人)による地域での活動

・平成 22年 11月より、県内タクシーが禁煙化を実筋

9 



0禁煙・分煙環境の整備

・禁煙及び分煙に取り組む施設や庖舗を「健康づくり応援煽設(禁煙)J 

tr轟被犠鶴意
ど 健康ヴ<:l'織接結韓

汽踏7分煙(

;勾控ι1ぬ

として認定

禁煙・分煙認定施設の推移

. .1，5.14 

102 

盟国 ーー…"-"-'-一一一一億一一一一一一一…回目見…
16年度 17量産 18年度 19牢度 20隼度 21年度 22年度目年度目軍度 25年度

施設数

1，600 

1，400 

1，200 

曲。

600 

400 

200 

※H25年度は H26.2月末現在

273施設
107施設

514施設のうち敷地内禁煙認定数
飲食庖

うち平成 25年度の 1，

区分 施設数 米施回設答 全敷面地禁内煙 建禁物短内 分煩 朱書昔震

県施設 47 。 10 35 2 。
市町村 71 。 6 36 29 。
宮そ公の他庁 13 4 1 4 4 。
医療機関 457 89 162 173 25 自

公立の
223 。 192 30 1 。

教育機関

関市係町施村設 124 。 4 115 3 1 

合計 S.$ 375 935 393 64 9 

公共的施設における禁煙状況一覧表

[平蔵 22年度蚕来的施設におけとi禁煙状況等に関す吾実態調査より]

0禁煙に取組む者への支援

・平成 23年 8月に鳥取県独自に禁煙治療費助成制

度を創設。保険適用要件(ブリック7 ン指数 200)

に満たない方に対し、保険適用相当額を県が助

成。

24雫l23ちi閣瞳
守JJ11tz-L羽詰陥咋話品ず柳町恥

斜面五琵EKAIn

-県内の禁煙外来治療ができる医療機関及び
保険薬局 85機関 (H26.2. 7時点)

10 



〈食生活について〉

O食に関する正しい知識の普及啓発の推進

・生活の改善及び食育の推進を目的として活動する団体(鳥取県食生活改善推進員連絡協議会、

公益社団法人鳥取県栄養士会)が行う県民を対象とした食習慣改善講習会の開催、生活習慣

病予防のための栄養改善、子どものための食育教室の開催等の事業に対し助成

-特定給食施設等に勤務する管理栄養士及び栄養士等の資質向上を目的とした「鳥取県栄養士等

研修会」を開催

[日時]平成 25年 11月 12日(火)

[場所]鳥取県庁講堂

[内容] ・行政説明「鳥取県民の健康状態と食生活の現状J (健康政策課)

・講演「因循の食事業 一美味しい病院食を広げるためにー」

講師:国立循環器病研究センター臨床栄養部栄養管理室長 村井一人氏

-朝食にお勧めの野菜料理を県民から募集し、レシピ集やレシピカードを作成し普及啓発

ト平成23年度に「健康的な食生活のためのアイディアコンクールJ (応募数123点)を実施 | 

い入選作品をレシピ集・レシピカードとして県内スーパー等で配布するなど啓発に活用 | 

一一明臓部

ミ響 C)込百鴻鵠鴇窓口

綱審llIi僻字削機鰍機榊機織附H~11t縄問欄

加諸説総訴す間制和同州
川
崎
明
時
肘
公
明

J
山

鴨
仁川

均

一
円
吋
先
代
議

l
叫
わ

。仁 悦 亡 榊 机 コ"γ"λ?暗号 HH

人一"'叫
Jち L沙問州内山Hlo~'同町"
川崎 !"".tう司HI;t;:.

品川~:.~'-人民￡

'M吋興需架評ぞ堅塁

溺勝二三:一
~ ~ 11 

0健康的な食生活を実践しやすい食環境の整備

・栄養成分を表示したり、ヘノレシーメニューを提供する施設や庖舗を「健康づくり応援施設(食

事分野)Jとして認定

開

田

崎

却

16年産口年度曲家度目録度 20年度 21年度 22年度 23年度"年度 25年度

※H25年度はH26.2月末現在
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〈運動習慣について〉

0運動する習慣づくりの必要性の普及及び家庭、地域、職場における運動実践の推進

・携帯電話で、歩行距離や歩行数が記録にできる鳥取県健康づくりウォーキングシステム「とり
っぽ(歩)Jを開発し、登録を募集

イコ鼻・晶君主電車

ι ペ

，-

4F 

ウォーキングシステム『とりっぽ(歩)J 登録数 896人(平成25年3月 18日現在)

-ウォーキング大会参加者にポイントに応じた特典を与える r1 9のまちを歩こう事業Jを実施

「て玉石事雇喜吉正百万亡王;y天蚕ゐ参加者に「げんきウォ-47z=F了Z証干1
ト認定大会に参加して完歩した者に対してポイントシールを配布し、ポイント数に応じた

| 特典を付与

[実績1
区分 ， 22年度 I23年度

認定大会数 I 29 I 41 
実施市町村 I 18 I 19 

25年度

75 

18 

ー一一J

-ウォーキング大会を新規・拡充する民間団体及び民間団体と協働して行う市町村に助成
(鳥取県ウォーキング立県推進事業)

[実績1
1 区分 I 22年度 I23年度 I24年度 I25年度|

l助成機関数 I 2 I 10 I 8 I 8 I 

・各市町村等が実施するウォーキングイベントやウォーキングマップ等の取組を周知

1・県HPや「とりっぽ(歩)Jで市町村・民間団体が実施するウォーキングイベントを広報|

I • rとりっぽ(歩)Jを使って歩ける市町村推奨コースのウォーキングマップを作成し、

「とりっぽ(歩)Jでの活用のほか、公式ガイドブック (30，000部)を作成し、県・市

町村のほか健康づくり応援施設にて配布

12 



-運動実践のための支援や情報発信等運動習慣の普及を行う施設や庖舗を

(運動分野)Jとして認定

「健康づくり応援施設

運動分野認定施設の推移
施設数

40 

35 

。
25 

20 

15 

10 

5 

20年度

20 20 

21年度 22年度

〈子宮顕がん予防ワクチンについて〉

23年度 24年度

35 

25年度

む鳥取擦認定
j 控室軽量づくりrn;緩総設

!ぷ
p ヌホー

~jって

※H25年度はH26.2月末現在

-平成 22年度より市町村において子宮頚がんワクチン接種事業(中学 1年生から高校 1年生

までの女子が対象)を実施

-平成 25年6月に厚生労働省から、ワクチン接種後に疹痛等の症状の発生が見られることから、

国民に適切な情報提供ができるまでの閥、定期接種を積極的に勧奨すべきではないとの勧告

を受け、県内市町村は積極的な接種勧奨を控えている。

13 



|ウ今後の計画|

3健施主総:付';rl!， iI!t総方針J誌長WIJ25年度…j 封お銭疲 υ~7洋Ilふ，'1" ぃ H2.8 年度 I H29年度日

喫煙に関する正し I )>鳥取県出張がん予防教室、世界禁煙デ一、禁煙週間(街頭キャンベー

い知識の普及 ン、パネル展など)の展開

県庁舎、市町村庁
¥ 

県 舎、公共施設の施 〉行政機関及び施殴管理者への協力要情
. 設内禁煙の推進

市町村
公共交通機関の 一一¥
禁煙化の推進

》交通事業者への協力要情

運動習慣に関す
る啓発と実践の > 「ウォーキング立県 19のまちを歩こう事業』を実施
推進

民間施設への受
〉鳥取県がん対策推進パートナー企業、鳥取県健康づくり応援施殴(禁

動喫煙防止対策
の推進

煙)への参加募集

禁煙に取組む者
~ 「鳥取県禁煙治療費助成制度』の推進

への支援

食に関する正し
〉栄養士会、食生活改善推進員連絡協館会が行う県民を対象とした講よ

い知識の普及の
会、食背教室等の開催支援

支媛

健康的な食生活
を実践しやすい 〉鳥取県健康づくり応援施股(食事)への参加募集

食環境の整備

県
〉鳥取県健康づくり応援施股(運動)への参加募集

〉鳥取県健康づくりウォーキングシステム「とりっぽ(歩)Jへの量録

運動習慣に関す
を募集

る啓発と実践の
》ウォーキング大会を新規・拡充する民間団体及び民間団体と協働して推進

行う市町村に助成

》健康一…F 会特定〉
健診・がん検診等)を促進する健康マイレージ事業
を実施する対し市町村に助成

運動習慣に閉す
る啓発と実践の 》住民に対する健康教室の開催

市町村 推進

子宮頭がんワク
11>子宮覇がんワヲチン接種の実施(悶 6月より中断)

チン接種の推進

禁煙治療ができる
I~ 禁煙について保険適用ができる医療機関の拡大医療機関を増や

す

医療機関における
I~ 医師会等で研修会の開催医師会 禁煙治療技術の

普及推進

医療機関におけ I~ 鳥取県健康づくり応援施股(禁煙)への参加 ) 
る禁煙を推進

禁煙・分煙環境

の整備
I :;.禁煙・分煙に取組む健康づくり応援施霞(禁煙)の増加

職域
喫煙に関する正し I~ 喫煙のリスヲについて理解し、従業員へ啓発
い知識の普及

県民 家庭内での受動 iI~ 喫煙のリスウ「ついて理解 ¥ 
喫煙の防止 句

14 



食や運動について
望ましい生活習慣 li;>食生活と健康の関わりについて正しい知識の理解
の実践

【県が実施する平成 26年度の主な取組み】

〈喫爆について〉

・ 世界禁煙デ一、喫煙週間における啓発

・世界禁煙デーにあわせて、職員及び来聴者に対し、一日禁煙デーの積極的な取組を呼びかける

ほか、県と一緒に一日禁煙デ一等に取り組む事業所及び市町村を募集し、県H Pなどで紹介し

ます。

・各福祉保健局、福祉保健事務所ごとにパネル展示やイベントなどを実施します。

・禁煙治療費助成事業

禁煙治療で保険適用の対象とならない、喫煙期間の短い若年層等を対象に治療費の助成を行

います。

@ 鳥取県健康づくり応援施設(禁煙)等への参加呼びかけ

施設内での禁煙・受動喫煙の防止等を推進するため、県内の施設、事業所に対し、鳥取県健

康づくり応援施設(禁煙)ゃがん対策推進パートナー企業への参加を呼びかけます。

〈食生活について〉

・ 「食の応援団」支援事業

栄養・食生活の改善及び食育の推進を目的として活動する団体に対して助成し、団体の強化

と普及啓発活動の支援を行います。

@ 食育地域ネットワーク強化事業

食育指導プログラムを活用したモデル事業の実施や食育関係者が各圏域での取組や課題を話

し合う場を設けることで、食育活動の地域への定着と食育実践者同士のネットワーク強化を図

ります。

φ 鳥取県健康づくり応援施霞(食事分野)への参加呼びかけ

健康的な食生活を実践しやすい食環境の整備を推進するため、県内の施設や庖舗等に対し、鳥

取県健康づくり応援施設(食事分野)への参加を呼びかけます。

〈運動習慣について〉
・ 「健康づくり文化』推進事業

健康づくりを自ら習慣的に行う「健康づくり文化」を県民に根付かせていくため、 「とっと

り健康づくり大使Jによる PRや「とっとり健康家族ポータルサイトJの運用を行いますロ

・ ウォーキング立県とっとり事業

・ケ一書イで健康づくりウォーキング推進事業

健康づくりワォーキングシステム「とりっぽ(歩)Jを活用するなどして、日常的なウォー

キングの推進を図ります。

-ウォーキング立県 19のまちを歩こう事業

ウォーキング大会の完歩者に対してポイントシールを配布し、ポイント数に応じた特典の付与な

ど、県民が多くのウォーキング大会に参加する意欲に繋がるような取組を行います。

「ウォーキング立県とっとりJ推進事業

ウォーキング大会を新規又は拡充して開催する団体等に開催経費等に対して助成を行います0

・ 鳥取県健康づくり応援施設(運動分野)への参加呼びかけ

運動実践のための支援や情報発信等運動習慣の普及を行う施設や庖舗に対し、鳥取県健康づ

くり応援施設(運動分野)への参加を呼びかけます。

争 【新規】鳥取県健康マイレージ支援事業

健康づくりの取組(健康教室、スポーツ大会、特定健診・がん検診等)を促進する健康マイレ

ージ事業を実施する対し市町村に助成を行います。

15 



口f .. 切手話主主 子 土川11'
"…吋f

本県の受診率指標の基本は国民生活基礎調査。
※市町村受診率は進捗管理のための目安。【個別目標の達成に向けた進捗管理】

年次目標

現状(実績)

年次目標

現状(実績)

評価

年次目標

現状(実線)

評価

がん検診受診率(国民生活基礎翻査)

(対象年齢・40歳-69歳、ただし、子宮がんは初歳-69歳)…̂ v:U')Q'<.Q:'fFa10>恥 γhぺ:，1T' ."， ""()fn;"";í<' Ii.I，，~ 

正三

がん検E書受診率(鳥取県生活習慣病検診等管理指導協機会)

未達成 未達成

50% 
50% 
50百
50目
50% 

※乳がん、子宮がんl立、国が示す計算方式で算出

市町村が実施するがん検惨における初回受診者(厚生労働省地域保健・健康増進事業報告で規定された初
回受E害者(過去3年間未受診者等)) 

前年比で増加|前年比で増加|前年比で増加

未達成 達成
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へ|市町村が実施するがん検診精密検査受齢率 95拍以上

年次目標

現状(実績)

評価 未達成 未達成

|ア 施策の方向性と具体的取組(計画より転載)

0がん検診の普及啓発の推進
・市町村、医師会、がん拠点病院、検診機関、商工団体、がん患者団体等と関係団体と連携
し、がん検診及び精密検査受診率向上に向けた普及啓発に取り組みます。

• 10月の「がん検診受診率 50%達成に向けた集中キャンベーン月間(実施主体:園、全国
都道府県、公益財団法人日本対がん協会等)Jに合わせ、各種メディアを活用した効果的
な受診啓発に取り組みます。

・教育関係者、企業、医師会等と連携し、学校及び職場におけるがん教育の推進に取り組み
ます。

・特に近年、 75歳未満年齢調整死亡率が上昇傾向にある乳がんについては、検診受診啓発に
重点的に取り組むこととし、乳がん患者団体を含む各種関係団体で構成する乳がんピンク
リボン実行委員会が実施する乳がんピンクリボン運動等と連携を図るなど、乳がん受診率
向上及び乳がん自己触診法(乳がんセルフチェック)の普及を図ります。

-市町村は、乳幼児健診時等において、母親に対し、乳がん・子宮がん検診を含む各種がん
検診について、定期的に受診するよう勧奨に努めます。

0がん検診を受けやすい体制づくりの推進
・就労者にとっての休日(土曜を含む。)検診の実施を促進します。

(なお、就労者にとっての平日勤務時間外(早朝・夜間)の検診の実施等については、県
民ニーズを調査した上で、今後検討します。)

.質の高いがん検診を提供する検査機関の拡大を促進します。
・複数のがん検診及び特定健診を合わせて行う総合検診等の実施を促進します。

O職域におけるがん検診の推進
-職域において、従業員ががん検診を受診しやすい環境整備に取り組みます。
-退職年齢(ハイリスク年齢)の者が、職域検診から地域検診へスムーズに移行できるよう、
有効な方法を検討します。

0検診の精度管理及び事業の評価による質の高いがん検診の推進
・鳥取県生活習慣病検診等管理指導協議会及び鳥取県健康対策協議会は、市町村が住民に対
し、質の高いがん検診(対策型がん検診)を提供できるよう、市町村が実施するがん検診
について精度管理を実施するとともに、検診体制の一層の充実について検討します。

-鳥取県健康対策協議会は、がん検診の一次検査、精密検査及び読影技術向上に資する研修
会等を実施します。

-市町村は、国が示す「がん検診実施のための指針」を基本に、科学的根拠に基づく正しい
がん検診を実施します。

-市町村は、精度管理及び事業評価を行い、質の高いがん検診を住民に提供します。
・市町村は、検診受診の意義や検診の不利益など、がん検診の正しい知識の普及を図ります。
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lイ これまでの取組状況|

0がん検診の普及啓発の推進

-がん検診受診率向上総合啓発事業(地域密着型普及啓発事業を含む)

がん検診受診率 50%達成に向けた集中キャンペーン月間(実施主体・国及び県)で

ある 10月に、さまざまな広報媒体を活用しがん検診受診率向上の啓発を行いました。

<平成 25年度実績>
・テレビ・ラジオCM放送
本県独自にCMを作成し、キャンベーン月間(10月)に集中的に放映。[民一局 1山11

ケ一ブノルレテレピ4局.・・・ 2，753回

民放ラジオ2局・・・・・・ 133回

-新聞広告
平成 25年 10月6日(日)、

19日(土)日本海新聞に掲載(全5段)

会日本人の%は
周 一一一市鴨川町叩・e

U 問機器三

-トイレツトペーパー(独自デザイン)
本県独自のがん検診啓発トイレツトペーパーを作製。

-ポス11-
(A2判 200枚、 B4判 500枚)

公共施設、医療機関、検診機関等に掲示

(5がん検診編:2，000個、大腸がん編:2，000個、 [新]乳がん編:4，000個)

公共施設に設置、協力企業への配布、県イベントでの甑布
Q岳、、..~..'.^， 

fらさ旬、

加減卒、
〈う;怜いらF
一己司三

~.:;\!~手



点
目

霊
項

乳がん検診普及啓発活動
各福祉保健局が中心となり、乳がん患者会、ピンクリボンフェスタ実行委員会などと連

携し、乳がんピンクリボン運動(手しがん検診普及啓発)を行いました。

く平成 25年度実績>
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-鳥取県がん征圧大会

広く県民にがんについての正しい知識の普及を図るとともに、生活習慣の重み及び早

期発見・早期治療の大切さを強く訴えるため、がん征圧月間 (9月)に(公社)鳥取県

医師会、 (公財)鳥取県保健事業団と連携し、鳥取県がん征圧大会を開催した。

く平成 25年度実績>
日時・平成 25年9月3日(火)

午後 1 時 30 分~4 時
場所倉吉未来中心小ホーノレ

内容 :0特別講演
「肝がんの予防、早期発見、治療」
鳥取県肝疾愚相談センター長

岡本欣也氏
。講演
「がん拠点病院におけるがん相談

支援室の活動j

県立厚生病院
がん相談支援室副室長船越智美 氏

周胃がん死亡ゼロのまち中部プロジェクト事業
胃がん死亡率が他圏域に比べ高く推移している中部地区において、胃がん死亡率を減

少するため、管内の市町村・医師会・厚生病院等と連携して胃がん検診受診率向上を目
指した取り組みを実施しました。
く平成 25年度実績>

-胃がん死亡ゼロ推進キャラパンの実施
(平成 25 年 5 月 21~24 日、問 9 月 20 日 ~25 日)

・中部弁ラジオスポット (FM山陰)による啓発
(平成 25 年 5 月 1 日 ~31 ß ，同 9 月 2 日 ~30 月)

-住民、かかりつけ医、企業向け啓発ポスター・チラシの作製

0がん検診を受けやすい体制づくりの推進

-大腸がん検診特別推進事業

大腸がんの早期発見・早期治療及び検診受診率向上を推進させるため、市町村が大腸
がん検診キット(便潜血検査)を直接送付又は健康相談員等を介し配布する場合に必要
となる費用の一部を県が補助する制度を平成 22年度から実施しています。
く平成 25年度実施概要〉

補助対象者 :40歳以上の者(国庫補助の対象となる者を除く)
補助率:1/2 (単県事業)
実施市町村 :6市町

-休日がん検診支援事業
県民が休日にがん検診を受診できる機会を増やすため、市町村が休日にがん検診車を

使用する場合に必要となる検診車休日割増費用の一部を支援しました。

く平成 25年度実施概要>

補助率:2/3 (国1/3，県1/3)

限度額がん検診車1日1台あたり 50，000円

補助検診車数 141 (延べ台数)

実施市町村数:18 

-がん検診推進事業

市町村は、特定年齢の者ががん検診を無料で受診できるクーポン券を送付する国庫補

助事業を平成 21年度より実施。県は、事務的支援を継続実施しています。

く対象>

子宮がん 20歳から 40歳までの 5歳刻み年齢の女性

乳がん:40歳から 50歳までの 5歳京uみ年齢の女性

大腸がん(平成 23年度から) : 40歳から 50歳までの 5歳刻み年齢の男女
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幽地域でがんを考える協議会

県福祉保健局が中心となり、各圏域の医師会、医療関係者、市町村、企業等と連携し、
地域に密着したがん対策の推進について協議を行し、ました。
く平成 25年度実績>
東部:東部圏域がん対策推進会議平成 26年2月18日(火)

テー7 ・がん検診受診者数の増加について
~働き世代のがん検診受診者数の増加を目指し、連携できること~

中部 胃がん死亡ゼロのまち中部プロジクト事業で開催
胃がん検診推進連絡会平成 25年5月29日(水)
テーマ 職域での受診率向上について

中部圏域がん対策推進会議平成 26年2月3日(月)
テーマ:胃がんプロジェクト事業の効果と課題について

平成 26年度がん対策推進事業について
西部西部圏域がん対策推進会議平成 26年2月 17日(月)

テーマ 働き世代のがん対策、地域と職域が連携した対策

0職域におけるがん検診の推進
・鳥取県がん検診推進パートナー企業募集

従業員等へのがん検診受診勧奨等に取り組む企業を「鳥取県がん検診受診率向上パー

トナー企業」として認定する制度を平成 23年 12月に創設。職域への受診勧奨を推進し

ています。

く目的>

がんによる死亡率の減少を図るため、がん検診受診率の向上によるがんの早期発見の

推進に向け、がん検診の受診啓発活動に積極的に取り組む企業、事業者及び団体をパー

トナー企業として認定し、パートナー企業を通じて県民のがん検診の受診を促進。

療がこの事業で目指すもの

従業員の健康を守ることは、

企業にとって大きなメリット

l:r 
‘H ・...."~，l，， """.Jo・

盤定説

“ 時難附 尽きち
がん予防ゃがんの早期発見が

企業内に文化として根付くこと。

.....'"相向。・a 日々。n<ザ

十
従業員ががんになっても

安心して働ける環境の推進。

東部

121社

9，719人

中部

135社

8， 449人

(参考)認定ノ4ートナー企業の受診率

年度 | 対象者(a)

平成 23年度( 59団体) I 11，049人

平成 24年度(178団体) I 29，880人

M い

~~....，~ 'It匂褐

(平成 26年 3月現在)

西部 | 計

152杜 I 408社

3，874人 I22，042人

受診者数 (b) I受診率(a/b)

8，520人 I 77.1% 

17，737人 I 59.4% 

注)対象者、受診者は、企業からの報告による，、数(ただし、 5がん検診の延べ人数)。
平成 24年度実績は現在集計中(人数は H26年 3月 23日現在の暫定値
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0検診の精度管理及び事業の評価による質の高いがん検診の推進
・生活習慣病検診等精度管理委託事業

県民が安心して受診できるがん検診の体制確保を目指し、市町村が実施するがん検診
の精度管理を行っています。

〈検診の精度管理とは7>
検診受診者数はどうか、検診受診率はどうか、要精密検査者数はどうか、精密検査受診者数はどうか、精密

検査受診率はどうか、がん発見人数はどうか、がん発見率はどうか、陽性反応的中率はどうか、確定がん率は

どうか、市町村別でどうか、地区別ではどうか、検診実施機関別でどうか、性別でどうか、年齢別でどうか、

昨年と比較してどうか、経年の傾向はどうか、読影体制はどうか、各種要綱・様式に問題ないか・・・など

I平成 25年度の開催状況1
J 

会事襲名

総合部会

胃がん部会

肺がん部会

大腸がん部会

子宮がん部会

乳がん部会

肝臓がん(対策専門委員会)

そのほか、検診従事者の資質向上のための従
事者講習会、症例検会を実施しています。

国 h審議二世に-主けた1:::協Z畢績量置の解決や体制充実に肉 制充実

H25.9.12 H26. 3. 13 

H26. 3. 1 
H25. 7. 25 

(従事者講習会・症例検討会)

H26.2.8 
H25.8.1 

(従事者講習会・症例検討会)

H25.8.24 
H26.2.6 

(従事者講習会・症例検討会)

H26.2.16 
H25. 8. 29 

(従事者講習会・症例検討会)

H25. 8. 3 
H26. 2. 13 

(従事者講習会・症例検討会)

H26. 2. 22 
H25.8.17 

(従事者講習会・症例検討会)
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|ウ今後の計画|

項目 …と実224a本E 取組内容 平成26年11'，平成27年度 平成まà~手話E 平成29年度

がん検惨に関する啓 i》「がん検診受診率向上プ叫外JIこより実施
発催事等の実施 (受診率向上総合啓発事業)

)> rがん検齢受齢率向上プロジェクトJ等により実施
がん教育の推進

(出張がん予防教室)

事Lがん検惨・自己触 :.-rがん検惨受診率向上プロジェウトJIこより実施

~法の普及啓発 (乳がん患者団体等との連携)

民間団体等が行う啓 ! :.-rがん検E書受>>率向上プロジェヲトJIこより実施
県 発活動の支援 (がん協定企業との連携)

行政・商ヱ団体及び

事業者が一体となっ :.-rがん検齢受診率向上プロジェクトJIこより実施

た啓発事業の実施
(がん検惨推進パートナー企業開企業トップセミナー)

職場がん検齢の実施 》県医師会を通じ、病院・検診機関及び惨療所に対し、市町村検 I
状況の把握 診以外のがん検診の実態を調査

受惨しやすいがん検
》市町村が実施する休日がん検診の支援

診の実施支援

(休日、夜間)
(休日がん検診支援事業)

E率受書
がん検診に関する各 〉地拘置の特性にあわせた市町村民への各種がん検鯵受診啓発の)

種啓発の実施 取り組み

の上向 受診しやすいがん検

市町村
齢の実施(特定検惨

との同時実施、休日・
》特定検惨との同時実施、休日におけるがん検診等の実施

夜間、総合検診等)

医療機関個別検診の

拡大
》地区医師会と連携して医療機関個別検惨の実施体制を充実

精密検査の受惨率向

関係団体 上に向lすた啓発及び 〉肉視鏡検査手技の技術向上iこ向けた実技網開実施(鳥取£1

健康対策協議会)
(医師会 検査手技の技術向上

等) かかりつけ医による
》 がかんか検りつ診けの医受か診らを通勧院奨患者lこ対Lて定期的な)

がん検E舎の受鯵勧奨

受診率向上に向けた 》県との連錦により顧客に対する啓発の実施、従業員に対する受
職域

啓発活動等の実施
診勧奨の実施 f 

がん検鯵に関する正 I!:.-行政などが提供する情報に基づき正しい知識を習得

しい知臓の習得 F 

県民 l》家族など身近な者への継続的な受診勧奨を推進 ¥ 親近者などへの受診

勧奨の推進
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県
がん検診の精度管

》 鳥取お県い健て康精対度策管協理雌を会実及施ぴ生活習慣病検診等管理指導協機 ) 
理、事業都価の実施 会に

標準的ながん検診・
》各種ガイドラインに準拠したがん検絵、精密検査の促進

精密検査の促進

精度
関係団体

がん検診精密検査報
(医師会 〉精度管理の向上を推進するため検査報告の提出を医標機関に;

検書診の
告の徹底 対して指導

等)

精密検査登録医標機 〉自密検査畳録医療機闘をホームページに公表し、必要に応じて)

関の公開 時更新

の実施
職域

適正な精密検査受診 》従業員に対して関係団体が公表する糟検医療機関による精密検 1
機会の確保 査の受t舎を勧奨

がん検診の適正な受
}>適正年齢、適正間隔でのがん検診の受診

E幸
県民

精密検査を必ず受診 》一次検E舎でがんが疑われた場合は必ず精密検査を受惨

【県が実施する平成 26年度の主な取組み】・がん検診受診率向上プロジェクト 2014
がん検診受鯵率50%達成を目指し、受診しやすい体制支援と普及啓発に取組みます。

一…掛配恥い一…こ臼刊山一つ引ψ山bい川、吋て テレピ ラW一ジ
|「一が鮎ん峨検…一事業

ターでのイベント開催など。各種メディアを連携させたキャンベーンを展開します。

O出張がん予防教室

がん死亡率の減少のためには、子どもの頃からがんになりにくい生活習慣を身につけるこ

とや定期的にがん検診を受診する習慣が効果的であることから、がん予防教育を実施する学 i

校や企業等に対し、講師の派遣及び教材の提供を行います。 i
O乳がんピンクリボン運動 | 

乳がん息者団体等が地域で実施されるピンクロボンイベントと連携し、乳がん検診及び自己触診|

法を広くPRします。
0鳥取県がん検診推進企業アクション

がん対策の推進に協力していただける企業をパートナー企業として認定。企業と連携して

がん対策の推進に取り組むほか、企業トップを対象としたがんセミナーを開催します。 I
また、認定企業での優良な取組を広く県民に紹介し、企業が取り組むがん対策の気運の醸

0大腸がん検診特別促進事業
|成を図り杭

大腸がんの早期発見・早期治療及び検診受診率向上を推進させるため、市町村が大腸がん

検診キット(便潜血検査)を直接送付又は健康相談員等を介し配布する場合に必要となる費

用の一部を県が補助し、さらなる受診率向上を図ります。

0休日がん検惨支援事業

県民が休日にがん検診を受診できる機会を増やすため、市町村が休日にがん検診車を使用

|する場合に必要となる検診車休日割増費用の一部を支援します。

0地域でがんを考える協織会

県福祉保健局が中心となり、各閤域(県東部、中部、西部)の関係者が連携し、地域に密

着した検診体制、受診率向上対策、啓発活動等について協議し、がん対策推進を図ります。」
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φ 【新規】かかりつけ医連携受診勧奨強化事業

県民に、がん検診を定期的に受検することの大切さを理解して頂くためのわかりやすいリーフ

レットを作成。医療機関において、かかりつけ医から広く県民(主に検診未受診者)に対し、受

診勧奨して頂くことにより、新規の受診者の増加(受診率向上)を図ります。(鳥取県健康対策

協議会に業務委託)

@ 生活習慣病検診等精度管理委託事業

県民の健康増進の推進を図るため、検診受診の啓発を含めた市民公開講座等を開催します。

また、国が示す「がん検診実施のための指針」を基本に、市町村が科学的根拠に基づく正しい

がん検診(対策型がん検診)を提供できるよう支援します。

併せて、がん検診の一次検査、精密検査及び読影技術向上に資する研修会等を実施し、がん検

診の質の向上に取組みます。(鳥取県健康対策協議会に業務委託)
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【個別目標達成に向けた進捗管理】

年次目標

現状(実績)

年次目標

現状(実績)

評価

3 
県中
5部位(20回)
市立
5部位(21回)
厚生
4部位(14困)
米セ
5 

2部位(14回)
県中
5部位(21固)

市立
5部位(30回)

厚生
4 

全てのがん拠点
病院で5大がん
のキャンザーボ
ードを開催

出典 各年度がん診療連携拠点病院現況報告書(件数実績は2ヶ月聞の計)

1人
2人
4人
1人
O人
3人
O人
1人
2人
1人
1人
4人
1人
O人

未達成

出典各年度がん診療連携拠点病院現況報告書
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放射線療法の専門性の高い人材を適正に配置

全ての拠点病院1::1名以上田置(常勤)
①日本医学放射線学会放射線診断専門医及び放射線治療専門医
②医学物理士認定機構医学物理士 (旧日本医学放射線学会医学物理士)
③放射線治療品質管理機構放射線治療品質管理士

④日本放射線治療専門放射線技師認定機構放射線治療専門放射線技師

同-解'"価z H計25画毒事家4舟波罪書事寺厳二 行25年度 H26年度 H27年度下|…~帥年度

年次目標 六三 全拠名て点以の病上が院配ん置に1 拠名全点以て病の上院が配にん置1 全点以も病のよ院が配にん置1名拠 拠置全1て点名以の病上が院配んに

1 172ヲ人ご1ET 1 1327人瓦

3人

県中 432人人人4人
県中 2人

2人 2人

2人
2人 3人

市立 2人 市立 21人人
1人

現状(実績)
1人 1人
1人 1人

厚生 2人 厚生 2人

O0 人人

0人
2人 1人

米セ 2入 米セ 2人
0人

01 人人

1人 1人
評価 未達成

出典.各年度がん診療連携拠点病院現況報告書

鳥大 ~1~ 人
1人

県中 1)1人
1人

現状(実績)I市立 1) 1人
2人

属大① 1人
② 2人

県中① 1人
② 1人

市立① 1人
② 1人

厚生① D人
② 2人

米セ① 0人
② 1人

厚生 1) 1人
0人

米セ 1 1人
1人

評価 未達成

出典:各年度がん診療連携拠点病院現況報告書
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|ア 施策の方向性と具体的取組(計画より転織)

くチーム医療及びがん医療全般>

0がん拠点病院において、より高度ながん治療を提供できる体制整備(がん治療施設及び機器の充実

など)を促進します。

0放射線療法、化学療法、手術療法における多職種のチーム医療を推進します。

・全てのがん拠点病院で、各種がん治療に対Lて専門的な知識を有する複数の医師等が、患者の治

療方針等について、総合的に検討するカンフアレンス(キャンサーボード)を行う質の高いがん

医療の提供に取り組みます。

・各職種の専門性を生かし、医療従事者聞の連携と補完を重視した多職種でのチーム医療を推進さ

せ、患者の副作用・合併症やその他の苦痛に対しでも迅速かっ継続的に対応できる診療体制を整

備します。

・各種がん治療の副作用・合併症の予防や軽減など、患者の更なる生活の質の向上を目指し、医科

歯科連携による口腔ケアの推進を始め、食事療法などによる栄養管理やりハピリテーションの推

進など、職種関連携を推進します。

0インフォームド・コンセントが行われる体制を整備し、息者自らが治療法を選択しやすい環境を整

備します。

拠点病院を中心に、医師による十分な説明と息者やその家族の理解の下、インフォームド・コン

セントが行われる体制を整備し、J愚者の治療法等を選択する権利や受療の自由意思を最大限に噂重

するがん医療を目指すとともに、治療中でも、冊子や視覚教材などの分かりやすい教材を活用し、

患者が自主的に治療内容などを確認できる環境の推進を図ります。

患者とその家族の意向に応じて、専門的な知識を有する第三者の立場にある医師に意見を求める

ことができるセカンドオピニオンをいつでも適切に受けられ、患者自らが治療法を選択できる体制

を整備するとともに、セカンドオピニオンの活用を促進するための患者やその家族への普及啓発を

推進します。

く尊門的な医療従事者の育成〉

0手術療法の専門性の高い人材を適正に配置します。

消化器外科専門医、呼吸器外科専門医、乳腺専門医などの育成を推進します。

O放射線療法の専門性の高い人材を配置します。

放射線治療の専門医、専門看護師、認定看護師、放射線治療専門放射線技師、医学物理士などの育

成を推進しますe

0化学療法の専門性の高い人材を配置します。

化学療法専門医、がん薬物療法認定薬剤師、がん看護や化学療法等の専門看護師・認定看護師など

の育成を推進します。

0専門医療従事者の偏在の解消と人材育成を推進します。

-闇立がんセンターが実施するがん医療指導者養成研修への医師等医療従事者の派遣を促進します。

・鳥取大学医学部附属病院は、がんプロフェアショナル養成プランにより専門医療従事者の育成を

推進しますロ

・その他、各種がん治療に係る各学会が認定する専門医及び認定医療従事者資格の取得を推進しま

す。

く広域的怠がん医療の連携>

0関西広域連合における協議などを通じ、県内の医療機関と県外の医療機関との高度専門分野におけ

る広域的な医療連携(小児がん含む)を推進させます。

なお、小児がんについては、中国・四国地域の小児がん拠点病院として国が指定した広島大学病

院や他地域の小児がん拠点病院との医療連携を図り、小児がん息者に対する適切な医療の提供を推

進しますロ
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一況一証一一組一一取一一の一一で一一ま一一れ一一-』一一イ一

くチーム医療及びがん医療全般>

0がん診療連携拠点病院機能強化事業

国指定を満たす次の病院をがん診療連携拠点病院として指定し、実施する事業に対して補助。

く指定状況>

「否歪斎東京ん診療連携拠点、病院

地域がん診療迷携拠点病院

鳥取大学医学部附属病院

〈東部〉県立中央病院、鳥取市立病院

く中部〉県立厚生病院

〈西部〉米子医療センター

く現状〉

0放射線療法、化学療法、手術療法における多職種のチーム医療の推進
がん患者の病態に応じた、より適切ながん医療を提供できるよう、手術療法、放

射線診断、放射線治療、化学療法、病理診断および緩和ケアに携わる専門的な
知識および技能を有する医師その他の専門を異にする医師等によるがん患者の 4/5病院|

症状、状態および治療方針等を意見交換・共有・検討・確認等するためのカンフ
アレンスを行うキャンサーボードを設置し、定期的に開催しているロ

0がん診療における医科・歯科の連携状況

がん診療において、院内における医科・歯科の連携(病院内に歯科がある場合)を 5/5病院
行っている、又は、病院と歯科医療機関の連携を行っている。

0インフォームドコンセントが行われる体制を整備し、患者自らが治療法を選択しゃ
すい環境の整備

我が国に多いがんその他当該施設で対応可能ながんについて、手術療法、放
5/5病院射線治療、化学療法または緩和ケアに携わる専門的な知識および技能を有する

医師によるセカンドオピニオン(診断および治療法について、主治医以外の第三
者の医師が提示する医療上の意見をいう)を提示する体制を整備している。

出典。平成 25年度「がん診療連携拠点病院現況報告書

その他、鳥取県地域医療再生基金事業 (H22-H25)によるがん医療の推進(主なもの)
ー、h、h句、隔、、句、. 一次計磁 次計画

整備状況 鹿内照射装置(市立病院)
化学子列療内型法視C鏡向Tけビスデチキオェャアシナスー(テ日赤病院)緩和ケア病棟(生協病院) 16jiIJ'M C T A ~"\" -j--(谷口病院)

マンモグラフィ機器(博愛病院、清水病院) 電 子視 鏡デ テム(西伯病院)
ライ十ック装置等(厚生病院) 造血肝細胞移植設備整備(米子医療セ)
緩和ケア病棟整備(米子医療セ) 無菌室設置(米子医療センター)
エリアディテクターCT(中央病院) 7 ンモグラフィ機器(新田外科など 5施設)
コンピュータ断磨撮影装置(岩美病院) デジタノレガンマカメラ 市立病院) 等

く専門的な医療従事者の育成〉

がん診療を行う医療機関において、専門的知識を有する者の育成及び配置が行われている。

また、県においても専門医療従者を行う医療機関に対し、育成支援を行っている。

O[県事業]がん専門医等資格取得支援事業(医師向け)

がん治療に係る各学会が認定する専門医等の新規資格取得を目指す医師に対し、資格審

査に必要となる費用の一部を支援することにより、県内医師のがん専門医資格取得を促進

させ、県内がん医療水準のさらなる向上を図る。

[対象経費1:旅費 (3泊まで)、受験料

[対象研修1:日本本放射線臆蕩学会専門医、本臨床腫蕩学会がん薬物療法専門医等

[事業実績J: 30名
[平成 23年度I8名
消化器内視鏡専門医 1、がん治療認定医2、消化器外科専門医 1、検診マンモrラ7ィ読影認定医
1、肝臓専門医2名、外科専門医 1

[平成 24年度I1 6名
外科専門医4、がん治療認定医4名、消化器外科専門医2名、眼科専門医 1、
日本 IVR学会 IVR専門医 1、泌尿器科領域技術認定所得者 1、検診マンモ7'77j読影認定医
師1、消化器病専門医 1、乳腺専門医 1

I平成25年度I6名
がん治療認定医2、消化器外科専門医 1、消化器内視鏡専門医 1、消化器病専門医1、検診
マンザ'77ィ読影認定医 1、
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O[県事業]がん専門医療従事者育成支援事業(コメデイカル向け)

がん専門医療従事者の育成を推進するがん拠点病院及び準ずる病院に対して、育成経

費の一部を補助する。

[補助先]・がん診療連携拠点病院等 限度額 2，450千円/人

[対象経費]・がん化学療法認定薬剤師、認定看護師(がん診療に関するものに限る)

などの育成に要する研修費、旅費・宿泊費

[事業実績J:計 32名
I平成 22年度14名

0県立中央病院・ (緩和ケア認定看護師 1、がん化学療法看護認定看護師 1) 
0鳥取市立病院(緩和ケア認定看護師 1) 
0県立厚生病院 (がん化学療法看護認定看護師 1) 

[平成 23年14名
0県立厚生病院 (皮膚・排出ケア看護師 1、がん薬物療法認定薬剤師1、がん専門薬剤師 1、

検診マンモクマフィ撮影診療放射線技師 1) 
I平成 24年度18名
0鳥取大学医学部附属病院・ (1 VR学会認定看護師 1) 

O県立中央病院 (放射線治療品質管理士 2)
0県立厚生病院(がん化学療法認定看護師 1) 
0赤十字病院 (緩和ケア認定看護師 1、がん化学療法認定看護師 1、IVR学会認定看護師

2) 

[平成 25年度11 6名
0鳥取大学医学部附属病院 (1 VR学会認定看護師 1) 

0県立中央病院 (検診マンモグラフィ撮影診療放射線技師 1) 
0県立厚生病院・ (放射線治療専門放射線技師 1、放射線治療品質管理士 1、がん放射線療法

看護認定看護師 1) 
0赤十字病院 (診療情報管理士3、検診マンモグラフィ撮影診療放射線技師 1、がん専門

薬剤師 1、放射線治療専門放射線技師z)
0鳥取生協病院: (検診マンモグラフィ撮影診療放射線技師3)
O米子医療センター(乳がん看護認定看護師 1) 

0がん放射線診療体制強化事業

I開催実績1
平成 23年度平成 24年 3月 30日

平成 24年度平成 24年 12月 10日

平成 25年度平成 25年 3月 24日

[主な協議事項1
遠隔放射線治療計画装置について

県内の放射線治療実態調査について

県民が質の高いがん医療を受けられ

るよう、鳥取県がん診療連携協議会に、

県内の放射線治療の専門的知識を有す

る医師及び放射線技師等で構成する

「放射線治療部会Jを設置。

(平成 23年度より)

さらなるがん放射線治療体制の充

実、放射線治療の品質管理等について、

本県における課題やその解決に向けた

協議を行っている。

第3者機関による放射線治療装置出力線量測定について

他県、先進医療との連携について など
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く広域的ながん医療の連携>

平成 25年度、中四国ブロックの小児がん拠点

病院である広島大学病院が主体(事務局)となっ

て、 「小児がん中国・四国ネットワーク会議Jが

設置され、本県からは鳥取大学医学部附属病院が

参加。中四国管内の協力病院聞で、毎月 1回、テ

レビ会議システムを活用し、主に診療連携及び患

者支援をについて協議されている。

※年1回程度、広島大学に集まり会議。

(各県を含む各県及び県兵庫こども病院も参加)

←右写真は、平成 26年 1月 11日会議の様子。

また、「関西広域救急医療計画推進委員会」

においても、小児がんについて、広域的な連

携に向けた協議が行われることとなった。

がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(抜粋)
(平成26年 1月10日付け健発0110第7号厚生労働省健康局長通知)

(J 

①集学的治療等の提供体制及び標準的治療等の提供
ア我が国に多いがん(肺がん、胃がん、肝がん、大腸がん及び乳がんをいう。以下同じロ)及びそ

の他各医療機関が専門とするがんについて、手術、放射線治療及び化学療法を効果的に組み合わ
せた集学的治療及び緩和ケア(以下「集学的治療等j という。)を提供する体制を有するととも
に、各学会の診療ガイドラインに準ずる標準的治療(以下「標準的治療」という。)等がん患者
の状態に応じた適切な治療を提供すること。

イ我が国に多いがんについて、クリテイカノレパス(検査及び治療等を含めた詳細な診療計画表をい
う。以下同じ。)を整備し、活用状況を把握すること。

ウがん疹痛や呼吸困難などに対する症状緩和や医療用麻薬の適正使用を目的とした院内マニュア
ノレを整備すると共に、これに準じた院内夕日テイカルパスを整備し活用状況を把握する等、実効
性のある診療体制を整備すること。

エがん患者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう、キャンサーボード(手術、放射
線診断、放射線治療、化学療法、病理診断及び緩和ケアに携わる専門的な知識及び技能を有する
医師その他の専門を異にする医師等によるがん愚者の症状、状態及び治療方針等を意見交換・共
有・検討・確認等するためのカンファレンスをいう。以下同じ。)を設置し、その実施主体を明
らかにした上で、月 1回以上開催すること。

②手術療法の提供体制
ア術中迅速病理診断が可能な体制を確保すること。なお、当該体制は遠隔病理診断でも可とする。
イ術後管理体制の一環として、手術部位感染に関するサーベイランスを実施することが望ましい。
ウ地域がん診療病院とグループ指定を受ける場合には、連携協力により手術療法を提供する体制を
整備すること。

③放射線治療の提供体制
ア強度変調放射線治療等を含む放射線治療に関して地域の医療機関と連携すると共に、役割分担を

図ること。

イ第三者機関による出カ線量測定を行う等、放射線治療の品質管理を行うこと。

ウ地域がん診療病院とグループ指定を受ける場合には、連携協力により放射線治療を提供する体制

を整備すること。

④化学療法の提供体制

ア (3 )の①のイに規定する外来化学療法室において、公益社団法人日本看護協会が認定を行うが

ん看護専門看護師や化学療法看護認定看護師をはじめとするがん看護を専門とする看護師を中心

として、治療の有害事象を含めた苦痛のスクリーニングを行い、主治医と情報を共有できる体制を

整備すること。なお、整備体制について、がん患者とその家族に十分に周知すること。

イ急変時等の緊急時に(3) の①のイに規定する外来化学療法室において化学療法を提供する当該

がん患者が入院できる体制を確保すること。

ワ化学療法のレジメン(治療内容)を審査し、組織的に管理する委員会を設置すること。

なお、当該委員会は、必要に応じて、キャンサーボードと連携協力すること。



|ウ今後の計画|

実施主体 二子激組方針{一 H25棄容度 1…H26年度 |羽幻年度 |川28年度 H211年度

より高度ながん

治療を提供でき l》がん治療施設及び機器の充実など

る体制の整備

放射線療法、化

学療法、手術療

|!?輔の鳴?軍関貯医師が特時法における多職 ー針ボ等にドつ)いをて定 フ7レンス ヤン
種のチーム医療

の推進

がん拠点
がん惨療におけ

I~ 院内は
病院等

る医科・歯科の連

携状況 1 

セカンドオピニオ 》専門資格の取得及びがん医療指導者研修の受講等
ン体制の整備

専門的な知識や

》手的術な療知織法、お放よ射び技線能治療を有、す化学る医療師法にまよたるはセ緩カ和ンケアドオに携ピニわオるン専門技能を有する医

療従事者の育成

L~ 現況報告書の提出を求め、指定要件の充足状況を毎年確認

がん診療連携拠 L}-旧要件による指定 l_}-新要件による指定(4年間)

点病院の指定
新要件に基¥
づく推薦病

院を選定 / 

I~ 報告書の提出を求め、指定要件の充足状況を毎年確認 、、

県
がん診療連携拠 L~ 現指定期間 (2年間) I~ 新たな指定(期間も含め検討)
点病院に準じる

病院の指定 1必要l二時¥
指定要件をi見直し検/
討/

がん拠点病院等

が行う医療従事 IL~ 専門資格の取得及ぴがん医療指導者研修の受講等を支援
、、

者育成への支援

広域的ながん 》関西広域救急医療計画推進委員会を通じた広域連携の検討

医療の連携 (必要に応じた対策を実施)

鳥取大学

医学部附 広域的ながん I~ 広関西域広連域携連の合検や討叩(必要んに中応国じた対四策を実ッ施)…会議を通じた ¥ 
属病院 医療の連携

(及び県)
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【県が実施する平成26年度の主な取組み1

・がん診療連携拠点病院の指定(推薦)

平成 26年 1月に国が新たに示した指定要件に基づ、き、本年秋までに国に推薦するがん診療連携

拠点病院について、諮問会議を設置し審査を行う。

- がん診療連携拠点病院機能強化事業
がん診療連携拠点病院が実施する事業に対し、国の基準に基づき経費を補助する。

φ がん放射線診療体制強化事業

県民が質の高いがん医療を受けられることにより安心して療養生活を過ごすことができる

よう、専門的知識が求められる放射線治療にかかる協議を行う、放射線治療部会を開催します。

(鳥取県がん診療連携協議会事務局である鳥取大学医学部付属病院へ委託)

・がん専門医療従事者育成支援事業(コメデイカル向け)

がん拠点病院及びがん診療連携拠点病院に準ずる病院が取組む各種がん専門医療従事者

の育成に対し、育成経費を支援します。

・がん専門医等資格取得支援事業(医師向け)

がん治療に係る各学会が認定する専門医等の新規資格取得を目指オ医師に対し、資格取得に

必要となる費用を支援し、県内医師のがん専門医資格取得を促進させ、県内がん医療水準のさ

らなる向上を図ります。

・広域的ながん医療の連携

小児がん中国・四国ネットワーク会議及び、関西広域救急医療計画推進委員会への参加を通じ、
広域的ながん医療の連携を検討します。
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【個別目標達成に向けた進捗管理】

現状(実績)

現状(実績)

評価

現状(実績)

評価

全てのがん診療に携わる医師が5年以内に緩和ケアの基本的な知肢を晋得

がん診療に携わっている病院の医師麓びに在宅療養支援診療所の全ての医師

※山陰労災病院などがん拠点病院以外の病院が主催した研修受講者も含む

緩和ケアの専門的知臓及び技能を習得しているがん惨療に携わる医療従事者(看随師)の配置

全てのがん拠点病院に認定宥麗師をlIi!置((L緩和ケア認定看陸師、②がん性客繍看護認定着謹師)

出典・各年度がん~療連携拠点病院現況報告書

未達成

:各年度がん惨療連携拠点病院現況報告書
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|ア 施策の方向性と具体的取組(計画より転載)

0緩和ケア研修事業の実施

がん診療に携わる全ての医師が、 5年以内に緩和ケアの基本的な知識と技術を習得できるよう推進

がん性疹痛で苦しむ患者をなくすため、多様化する医療用麻薬を始めとした身体的苦痛緩和のため

の薬剤の迅速かつ適正な使用と普及を図ります。また、精神心理的・社会的苦痛にも対応できるよう、

医師だけでなく、がん診療に携わる医療従事者に対する人材育成を進め、基本的な緩和ケア研修を

実施する体制を構築します。

0緩和ケアの知識及び技能を有するがん診療に携わる医療従事者の増加

緩和ケアの知識及び技能を習得しているがん診療に携わる医療従事者の増加を促進するとともに、

緩和ケアチームを設置する医療機関の拡大を図ります。 ※認定看護師(疹痛看護、緩和ケア)

0がん拠点病院を中心に、緩和ケア診療加算ができるレベルの緩和ケアが提供できる医療機関を増加

O緩和ケア病棟の整備

全ての二次医療圏に緩和ケア病棟を整備します。

0がんと診断された時からの緩和ケアの推進

・全てのがん診療に携わる医師の緩和ケアに関する知識、技術の向上を推進します0

.緩和ケアチームの活動を支援する指導者の各病院への派遣を促進します。

-緩和ケア病棟等における、がん診療に携わる医師の実地研修を推進します。

O県民に対する緩和ケアの普及啓発の推進

|イ これまでの取組状況|

0緩和ケアの知識及び技能を有するがん診療に携わる医療従事者の増加

.県事業「がん専門医療従事者育成支援事業(再掲)Jの実施

がん専門医療従事者の育成を推進するがん拠点病院及び準ずる病院に対して、緩和ケア認定看護

師、がん性疹痛看護認定看護師などの育成に要する研修費、旅費・宿泊費を支援。

0緩和ケア惨療加算のできるがん拠点病院

2病院(鳥取大学医学部附属病院、鳥取市立病院)

0初期段階からの緩和ケアの推進

がん診療連携拠点病院の整備を通じた緩和ケアの推進

》がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修を実施

》緩和ケアについて専門的知識を有する医師、看護師等で構成する「緩和ケアチーム」の設置

》緩和ケアチーム並びに必要に応じて主治医及び看護師等が参加する症状緩和に係るカンファ

レンスが週1回程度開催

》外来において専門的な緩和ケアを提供できる体制を整備

〉かかりつけ医の協力・連携を得て、主治医および看護師がアに規定する緩和ケアチームと共

に、退院後の居宅における緩和ケアに関する療養上必要な説明および指導を実施

》緩和ケアに関する要請および相談に関する受付窓口を設けるなど、地域の医療機関および在

宅療養支援診療所等との連携協力体制を整備
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0県民に対する緩和ケア普及啓発の推進

がん拠点、病院において、県民を対象とした緩和ケアフォーラム等を毎年開催

。緩和ケア病棟の整備

-東部地域・鳥取生協病院(20床)

・中部地域.藤井政雄記念病院(20床)

-西部地域・整備中(20床) ※平成 26年夏頃、米子医療センターに完成予定

O緩和ケア研修事業の実施

・県内の緩和ケア提供体制の充実を図るため、がん拠点病院は、厚生労働省の定めた指針に準

拠した研修プログラムにより、がん診療に携わる医師を対象とした緩和ケア研修を実施。(累

計 251入。 H25年度修了者数 49人)

国の指針に基づく緩和ケア研修会(がん拠点病院実施分のみ)の実施状況

主催病院 |実施日 |開催場所 参加医師数

鳥取県立中央病院 E 市4 …~ n 口<. 唱"~ ・a回目

鳥取大学医学部附属病院

鳥取県立厚生病院

米子医療センタ

鳥取市立病院

:主語:語亙3;瓦iEi:主主----r扇面面詰語蚕重量::::::r:::::::~
平成 23年 12月 10・11日 l県民ふれあい会館

平成 24年 12月 1・2日 l県立福祉人材研修センター I 1 

平成 26年 1月 18・19日 l県立福祉人材研修センター I 1 

平成 21年 4月 18・19日 l同病院内 I 9人

平成 22年 7月 17・18日 I 11 I 1 2人

平成 23年 6月 18・19日 I 11 I 8人

平成 24年 7月 21・22日 I 11 I 6人

平成 25年 7月 6・7日 I 11 I 8人

ー主啓_?_1__1J:_~_~_旦二 7 旦ーーーーーJ_~.第野'-~---------------ーーーーーーー_L_ー_._1__? A.i 
平成 22年 10月 2・3日 I 11 I 1 2人

平成 23年 10月 1・2日 I 11 I 8大

平成 24年 9月 29・30日 I 11 I 6人

平成 25年 9月 7・8日 I 11 I 4人

合計 I 2 3 7人

(平成26年 3月末現在調べ)
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|ウ今後の計蘭

実施主体 1 耳R級方針 H25年度 1 H26年度 1 H27 &芋凌 r H28年度 ...1 H29年度

国が実施する緩
iに五る緩;拠点病院の職員等を対象とした目立がん研究セン9ーが実施す和ケア研修参加

を支援
和ケア指導者研修等の参加手続きを支援

医療機関の緩和

ト川点病問…取組問(川点病融問業)県
ケア実施状況の
把握

;;iiiii 》がん拠点病院の育成を支援

緩和ケア研修会
[:..定期的な研修会の開催(病院医師や在宅支援医師の受講を促進)の開催

拠点病院
研修会指導者の
育成

:..院内医師の指導者研修への参加を促進(がん拠点病院機能強化事業)

緩和ケアチ ム
〉 診療加算の条件を満たす緩和ケアチームを整備

の充実

がん診療
緩和ケア病棟の 》すべてのこ次医療園に整備を行う医療
整備

機関

かかりつけ医の
医師会 緩和ケア研修会 》 かかりつけI!filこ対する研修会の周知や参加呼びかけ

の受講促進

【県が実施する平成 26年度の主な取組み】

@ がん診療連携拠点病院機能強化事業

がん診療連携拠点病院が取組む緩和ケアの推進のための事業に対し、国の基準に基づき経費

を補助します。

@がん専門医療従事者育成支援事業(コメデイカル向け)

がん拠点病院及びがん診療連携拠点病院に準ずる病院が取組む緩和ケアに係るがん専門

医療従事者の育成に対し、育成経費を支援します。

・がん専門医等資格取得支援事業(医師向け)

がん治療に係る各学会が認定する専門医等の新規資格取得を目指す医師に対し、資格取得に

必要となる費用を支援します。

φ 研修会への支援

がん拠点病院の職員等を対象とした国立がん研究センターが実施する緩和ケア指導者研修

等の参加手続きを支援します。
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【個別目標達成に向けた進捗管理】

現状(実績)

235/2.016人
(地区肉駅)
東部 4.4%
中部1.4略

<参考>

242/1.914人
(地区内訳)
東部 4.6% 

地域別がんの死亡場所(平成24年悪性新生物)
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33A)/死亡者総数 1.914 人~12. 6略

(単位人)

出典.人口動態統計



|ア施策の方向性と具体的取組(計画より転載)

0住み慣れた家庭や地域で療養ができる在宅医療の推進

-地域がん拠点病院を中心として、外来による放射線療法及び化学療法の実施体制の整備を促

進します。

0在宅医療提供体制の整備

・医師会は、麻薬施用者の資格取得を推進し、在宅医療に携わる医師の麻薬の適正使用を推進しま

す。

-薬剤師会による麻薬取扱いが可能な薬局の拡大や薬局聞のネットワーク化を促進します。

・がん患者の治療に対応できる在宅療養支援診療所及び訪問看護ステーション並びに療養通所

介護事業所などの質的、量的整備を促進します。

・がん拠点病院は、在宅療養支援診療所を支援する体制づくりを推進します。

|イ これまでの取組状混|

0がん診療連携拠点病院の整備を通じ在宅医療を推進しています(前項②より再掲)

)-がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修を実施

》緩和ケアについて専門的知識を有する医師、看護師等で構成する「緩和ケアチーム』の設置

》緩和ケアチーム並びに必要に応じて主治医及び看護師等が参加する症状緩和に係るカンファ

レンスを週1回程度開催

)-外来において専門的な緩和ケアを提供できる体制を整備

》かかりつけ医の協力・連携を得て、主治医および看護師が緩和ケアチームと共に、退院後の居

宅における緩和ケアに関する療養上必要な説明および指導を実施

》緩和ケアに関する要請および相談に関する受付窓口を設けるなど、地域の医療機関および在

宅療養支援診療所等との連携協力体制を整備

すべてのがん診

療連携拠点病院

で実施

(5/5病院)

0在宅療養支援診療所は、東部 24(昨年 22)、中部 11(昨年 11)、西部 31(昨年 31)箇所あります。

O訪問看護ステーションは、東部 14(昨年 10)、中部 7(昨年 7)、西部 23(昨年 24)箇所あります。

0在宅療養支援診療所、訪問看護ステーションの施設数を地区別に見ると、共に西高東低の傾向に

あります。

% 

16.0 

14.0 吋 在宅擦養支援………
診療所

12.0←…………… 

10.0 

8.0 “ 

6.0“ 

4.0日

2.0 

0.0… 
東部地区

地区別施設割合(人口 10万人対)在宅療養支援
………一 診療所… …一

13.8 

中部地区 西部地区

平成 26年 3月時点

※人口は、基準人口 (H24.12月の地域別人口)による

0医療用麻薬取扱いが可能な薬局は、県内に 270あります。(平成 26年 3月現在)
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つ実調自主体 I 取鎖君主鉱石リ川25年度以|川2仲良川日2主義氏 :m;iLRZ~年度三h脚療，-.;;.

国が実施する緩
|けてん拠点駒医間対象とした園叫研究セ

和ケア研修参加
を支援

る緩和ケア指導者研修等の参加手続きを支援

県

ij詳iii》がん操点病院の育成を支掘

在宅医療に携わる
医療従事者に対す

1 1>定期的な研修会の開催(病院医師や在宅支援医師の受講を促進)
る研修の実施

拠点病院
外来によるがん診

r-;がん患者の要望に基づき必要に応じて体制を充実・整備療体制の整備
(緩和ケア外来、外
来化学療法など)

在宅療養支援惨療 r-;診療所を支えた退院前カンファレンス、退院後フォー徹底
所等との連携強化

拠点病院等とのが
かかりつけ 1)>退院前カンフアレンスへの参加
医

ん診療情報、治療
計画の共有化

在宅医療の携わる i》付りつけ医に対する研修会の周知や参加呼びかけ
医師の麻薬適正使
用の推進

医師会

かかりつけ医の緩
1)>かかりつけ医に対する研修会の周知伸加呼びかけ和ケア研修会の受

講促進[再掲]
I ~ 

1 

薬剤師会
麻薬取扱薬局の

1)>定期的に飼査を実施等拡大等

【県が実施する平成 26年度の主な取組み1

・ がん診療連携拠点病院機能強化事業

がん診療連携拠点病院が実施する緩和ケア研修事業に対して助成を行います。

-がん専門医療従事者育成支媛事業(コメディカル向け)

、、

がん拠点病院及びがん診療連携拠点病院に準ずる病院が取組む各種がん専門医療従事者

(緩和ケア認定看護師など)の育成に対する経費を支援します。

・がん専門医等資格取得支援事業(医師向け)

がん治療に係る各学会が認定する専門医等の新規資梼取得を目指す医師に対し、資格取得に

必要となる費用を支援します。
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I!長崎問時}長持Iふとん，.γ

【個別目標達成に向けた進捗管理

現状(実績)

hF 施策の方向性と具体的取組(計蘭より転歳)I 

く希少がん〉

愚者が安心して適切な医療を受けられるよう、専門家による集学的医療の提供などによる適切な

標準的治療の提供体制、情報の集約・発信、相談支援等の在り方について、希少がんが数多く存在

する小児がん対策の進捗等も参考にしながら検討します。

また、がんは、胃がん、肺がん、大腸がん、肝臓がん、乳がんなどの主要部位以外にも体のどの

部分からでも発生する可能性があり、主要部位と同様に早期発見・早期治療が有効であることにつ

いて、がん予防教育などの事業を通じ啓発に取り組みます。

く病理診断〉

病理診断医の育成を始め、細胞検査士等の病理関連業務を専門とする臨床検査技師の適正配置な

どを行い、更に病理診断を補助する新たな支援の在り方や病理診断システムや情報技術の導入、中

央病理診断などの連携体制の構築などについて検討し、より安全で質の高い病理診断や細胞診断の

均てん化に取り組みます。

くリハビリテーション〉

拠点病院などのがんのりハピリテーションの現状を把握し、医療従事者に対して質の高い研修の

実施など、専門的知識の普及について検討します。

|イ これまでの取組状況|

〈希少がん〉

希少がんに対する国の今後の動向を注視しつつ、今後の対策を検討する

く病理診断〉

0すべてのがん拠点病院で次の体制が整備済み

1，術中迅速病理診断を含めた病理診断が実施可能である病理診断室を設置

》病理診断または画像診断に関する依頼、手術、放射線治療、化学療法また

は緩和ケアの提供に関する相談など、地域の医療機関の医師と相互に診断

および治療に関する連携協力体制を整備

くリハビリテーション〉

5/5病院

がん拠点病院において日本リハビリテーション医学会リハビリテーシヨン科専門医を配置

3/5病院(計4名)
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|ウ今後の計画1

むき軽絡3昼休 難鯛湯量 H25年度叩日ヘ線通達手J!

県 霊能ii~がん拠点病院の育成を支彼

専門的の知識及

拠点病院
ぴ技能を有する

〉体制強化に努めるがん診療に携わ
る医療従事者の
増加

【県が実施する平成 26年度の主な取組み1

・ がん惨療連携拠点病院機能強化事業

H27空畳半 %引~8 年度二

がん診療連携拠点病院が実施する緩和ケア研修事業に対して助成を行います0

・がん専門医療従事者育成支援事業(コメデイカル向け)

:炉事議長緩

がん拠点病院及びがん診療連携拠点病院に準ずる病院が取組む各種がん専門医療従事者

(緩和ケア認定看護師など)の育成に対する経費を支援します。

・がん専門医等資格取得支援事業(医師向け)

がん治療に係る各学会が認定する専門医等の新規資格取得を目指す医師に対し、資格取得に

必要となる費用を支援します。
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iI戸即伊 己
【個別目標達成に向けた進捗管理】

現状(実績) 来把握

評価

中央 39件
市立 75件
日赤 14件
生協 E件

〈中部 50件〉

厚生 50件
野島 0件

〈西部 56件〉
鳥大 14件

7件
28 

|ア 施策の方向性と具体的取組(計画より転歳)I 

0がん拠点病院等の連携体制の推進(例・血液疾患、放射線治療等)

・県がん拠点病院を核とした地域がん拠点病院とのネットワークづくりを推進します。

Oがん拠点病院を中，j)とした各国域内での医療機関連携の推進

・がん拠点病院は、医療圏域内の医療機関と連携し、 5大がんに関する地域連携クリテイカル

パスの活用を推進します。

|イ これまでの取組状況|

0がん拠点病院等の連携体制の推進

-都道府県がん拠点病院、地域がん拠点病院及びがん拠点病院に準じる病院を指定してい

ます。
・都道府県がん診療連携拠点、病院である鳥取大学医学部附属病院が「鳥取県がん診療連携協議

会」を設置。県内がん拠点病院に加え、がん拠点病院に準じる病院がオプ、ザーパー参加し、
診療連携体制等について協議を行っています。
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がんの医療連携体制

JI.!V'鯵a鱒縦

一脅事噂府県がん..盟機鑓点病院〈陣織定}
泌がぬ地u・.号~:o.'!tt'i延 "1'1 〆却炉、深海ll' !i\"

時幣鴨準型撚1開JFRF〉

がん>>1民遠鏡拠点衝携に..じる翁醜【機指定}
1軒引，.，"11 111.''''''縫合~I')'U"，バ昨険会、

…ーェ ー院

在宅での生活

か'1)'.1勺 Yす拘f.P.:

かかりつけ舞鶴

"管省"ス手-.... .:1ν 

".脅~J~tt櫓』臨<lHI碍
Z花開縮製量税制')'、可思

、a宅.考人ホーム、介IUλtt!!!li訟など)

0がん拠点、病院を中心とした各圏域内での医療機関連携の推進

・がん拠点病院及び準じる病院は、医療圏域内の医療機関と連携し、 5大がんに関する地域連

携クリテイカノレパスの活用を推進しています。

・全県共通の 5大がんの地域連携クリテイカルパスは平成 23年度内に完成し、患者用パス

( rわたしのカルテJ)とあわせ、平成 24年度より本格的なパスの運用が開始されてい

ます。

く医療者用パス> く患者用パス〉

価-:怠晶・・

i~舟-

j日ァ一一----.=

if百五r一一一回ーー一一一ー一一ー一一

島根県制鑑亀緩逮~パス同!!3

!堅竺空'"ご竺竺竺竺竺竺;

クリテイカルパスの一層の活用促進を図るため、今後、病病・病鯵連携の一層の連携が

望まれます。

聞査理容は、平成24年7月1日~平成田年 6月30固までの1年間の件数



[ 

!地域がん診療連携拠点病院の指定要件(被粋)
! (略)
⑥病病連携・病診連携の協力体制

ア地域の医療機関から紹介されたがん患者の受入れを行うこと。また、がん患者の状態に応
じ、地域の医療機関へがん患者の紹介を行うこと。その際、緩和ケアの提供に関しては、
2次医療圏内の緩和ケア病棟や在宅緩和ケアが提供できる診療所等のマップやリストを作
成する等、患者やその家族に対し常に地域の緩和ケア提供体制について情報提供できる体
制を整備すること。

イ病理診断又は画像診断に関する依頼、手術、放射線治療、化学療法又は緩和ケアの提供に
関する相談など、地域の医療機関の医師と相互に診断及び治療に関する連携協力体制を整
備すること。

ウ我が国に多いがんその他必要ながんについて、地域連携クリテイカルパス(がん診療連携
拠点病院等と地域の医療機関等が作成する診療役割分担表、共同診療計画表及び患者用診
療計画表から構成されるがん患者に対する診療の全体像を体系化した表をいう。以下同
じ。)を整備すること。

エ 2次医療圏内のがん診療に関する情報を集約し、当該圏域内の医療機関ゃがん唐、者等に対
し、情報提供を行うこと。

オ必要に応じて院内又は地域の歯科医師と連携し、がんE患者に対して口腔ケアを実施するこ
とが望ましい。

がん拠点病院等における病病連携・病診連携の役割

¥吋笥
がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(抜粋)

(平成26年 1月10日付け健発0110第7号厚生労働省健康局長通知)

都道府県がん診療連携拠点病院の指定要件(抜粋)
※上記、地域がん診療連携拠点病院の指定要件を満たすこと

(略)
I (4) 都道府県協議会を設置し、当該協議会は、当該都道府県内のがん診療に係る情報の共有、
i 評価、分析及び発信を行うとともに、診療の質向上につながる取組に関して検討し、実践す
j るため、次に掲げる事項を行うこと。
i①略
!②都道府県内のがん診療連携拠点病院、特定領域拠点病院、地域がん診療病院の診療実績等を

共有すること。

寸③当該都道府県におけるがん診療及び相談支援の提供における連携協力体制について検討す
i ること。
;④当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院、特定領域拠点病院、地域がん診療病院が作成

している地域連携クリテイカルパスの一覧を作成・共有すること。

一 一
j 

| がん診療連携拠点病院に準じる病院の要件(抜粋)

j (平成23年5月31日付け第 2011∞ω8547号鳥取県福祉保健部医療政策課長通知)

I (略)
10緩和ケアが実箱可能であること。
10標準的ながん診療機能や在宅療養支援機能を有する医療機関等と、診療情報や治療計画を共
i 有するなどして連携可能であること。(退院後の緩和ケアを含む)
0相談支援体制を確保し、情報の収集・発信等を実施していること。
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》関連医療機関への実態調査及び対策協議
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全坐Ottli割|ウ

鳥取県が
ん診療連
携協議会

〉パスを活用した病病・病診連携の一層の推進

〉パスを活用した病診連携の一層の推進

マ害警震Z鶏む、在宅緩和ケア等、病病・病診連携に係る

パスの計蘭策定
ぺ及び活用促進

パスの活用促進診療所等

人材育成支援県

【県が実施する平成26年度の主な取組み】

- がん診療連携拠点病院機能強化事業

がん診療連携拠点病院が実施する病病・病診連携の取組みを支援します。

-がん専門医療従事者育成支援事業(コメディカル向け)

がん拠点病院及びがん診療連携拠点病院に準ずる病院が取組む各種がん専門医療従事者

(緩和ケア認定看護師など)の育成に対する経費を支援します。

@がん専門医等資格取得支援事業(医師向け)

がん治療に係る各学会が認定する専門医等の新規資格取得を目指す医師に対し、資格取得に

必要となる費用を支援します。
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.品加担する一時事妻子稲葉主義的持
一一一…内む
【個別目標達成に向けた進捗管理】

年次目標

現状〈実績)

年次目標

現状(実績)

評価

0臨床心理士
=4名 (4病院)

鳥大 1人
県中 1人
市立 1人
厚生 1人
米セ O人

O医療ソーシャ
ルワーカ-

=2名(2病院)
鳥大 0人
県中 1人
市立 1人
厚生 0人
米セ 0人

0がん拠点病
院=配置済

Oがん拠点病
院に準じる
病院=未達
成

目標に同じ

O臨床心理士
=4名(3病院)

鳥大 2人
県中 1人
市立 0人
厚生 1人
米セ O人

O医療ソーシャ
ルワーカー

=6名(2病院)
鳥大 0人
県中 4人
市立 0人
厚生 Z人
未セ 0人

目標に同じ

0がん拠点病
院=li!置済

Oがん拠点病
院に準じる
病院=来連
成

未達成

目標に同じ

目標に同じ

|ア 施策の方向性と具体的取組(計画より転載fl
0がん相談支援室(セン安一)の役割

H27年度

目標に同じ 目標に同じ 目標に閉じ

出典:各年度がん診療連携拠点病院現況報告書

目標に同じ 目標に同じ 目標に同じ

出典.

・がん拠点病院のがん相談支援室(センター)は、院内及び地域の医療従者の協力を得て、院

内外のがん愚者及びその家族並びに地域住民及び医療機関等からの相談等に対応するととも

に、地域の医療機関及び医療従事者に関する情報の収集、提供等を行います。
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0相談支援に従事する相談員の人材育成
・がん拠点病院は、がん相談体制の充実を目指し、臨床心理士やソーシヤノレワーカ一等の専門
的人材の確保に努めます。

・がん拠点、病院は、国立がん研究センターによる相談員研修を終了した相談員を配置します。
・相談員の資質向上を図るため、がん対策情報センターへの研修派遣を推進します。

・各相談支援センターの連携による相談案件事例の共有化を促進します。

0がん診療連携拠点病院等における情報提供の促進
-インターネットを利用しないがん患者を考慮し、がん相談支援室(センター)の紹介冊子や、

がんに係る各種パンフレット等を設置する医療機関を増やします。
0がん拠点病院における診療情報の公開

・がん拠点病院及びがん拠点病院に準じる病院は、診療実績、専門的にがん診療を行う医師等
の実施状況に関する情報を、自病院のホームページに公開します。

0がんに係る地域の療養情報を記した冊子を作成するなど、地域の情報を提供します。
Oがん拠点病院等におけるがん患者サロン等への支援

・がん患者及びその家族にがん愚者同士が精神的な支えあい活動を行う場(がん患者サロン等)
の提供に努めます。

・がん患者同士の精神的な支えあいを目的とした交流や情報交換及び研修会などの活動を支援

します。
0がん患者サロン及びがん患者団体におけるピアサポート活動を支援するため、がん患者等の意
見・要望等を伺いながら、研修会や情報交換会等を実施します

0がん患者や家族などの学習環境の整備
・県立図書館は、闘病記文庫及びがん医療等に係る優良図書のさら更なる充実を図ります0

・がん拠点病院は、院内に設置したがんの図書コーナーの更なる充実を図ります。
・がん拠点病院は、がん患者等がインターネットを活用し、各種がん情報を検索しやすい環境
を推進します。

|イ これまでの取組状況j

0相餓支援に従事する相談員の人材育成

-全てがん拠点病院に相談支援センターを設置していますが、これらのがん拠点病院がん相

談員による情報交換会を開催し、連携を強化(平成 21 年 5 月~)

0がん労働相談に対するワンストップ支援体制の整備

・就労相談体制の整備「がん労働相談ワンストップサポート」

がん拠点病院のがん相談支援センターには、国立がん研究センターが実施するがん相談

の専門研修コースを修了したがん相談員が配置され、がん羅息に伴う労働相談も含め、が

んに関するさまざまな相談に対応してい

るが、労働トラブルを含む労働相談につ

いて、必ずしも各種制度を含めた専門的

知識を有しているわけではない。

がん治療は、がん患者の今後の就労環

境にも大きな影響を及ぼすことから、本

県独自の取組として、県労働相談所「み

なくる」と、がん拠点病院のがん相談支

援センターが連携し、がん相談時に専門

的な労働相談を問時受けることができる

「がん労働相談ヲンストップサポート」

を平成 25年 10月より開始した。

出すべてのがん拠点病院で一斉体制整備
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0がん診療を行う全ての医療機関における情報提供の促進

0がん拠点病院における診療情報の公開

・全てのがん拠点病院において手術件数、生存率などの診療情報をHP公開中

0がん拠点病院等におけるがん患者サロン等の支援

-がん拠点病院におけるがん患者サロンの設置状況 (5病院/5病院)

拠点病院名 名称 開設時期

鳥大医学部附属病院 さくらサロン 平成 20年 5月

米子医療センター スマイルサロン米子 平成 19年 1月

県立厚生病院 すずかけサロン 平成 20年 10月

県立中央病院 サロンあおぞら 平成 22年 6月

鳥取市立病院 患者サロンひだまり 平成 21年 10月

く参考〉がん拠点病院以外の病院

|山陰労災病院 |和みサロン l平成 20年 6月

-がん先進医療費に対する貸付利子補給支援

高額な医療費が必要となるがんの先進医療の受けやすい環境づくりのため、がん患者やそ

の家族が、県が指定するがん先進医療費専用ローンを活用した場合、利子相当額を助成す

る制度を平成 23年 12月に創設。

-がん医療情報等発信事業

がん治療や療養生活に役立つ身近な相談窓口などの情報をとりまとめた患者向けの冊子を

作成。医療機関や各種イベントを通じ、広く情報提供。また、ホームベージでも随時情報

を更新、最新の情報を県民に提供。(作成部数約 60，000部)

ヲ;K-トフック

0<'苛

問。砲術館，・It，;:;t事温協会

く項目>
Oがんに関する相談窓口
Oがんの治療に関すること

(拠点病院、セカンドオピニオン、クリテイカルパス等)
O医療費について

(各種医療費制度等)
0在宅医療・介護保険について

(在宅療養支援診療所、訪問看護ステーション、介護保険制度等)
O支え合いについて

(がんサロン、がん患者団体、各図書館の闘病記コーナー等)
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0がん患者や家族などの学習環境の護備

県立図書館及び各がん拠点病院内に闘病記文庫が設置されている。

0患者団体、患者サロンリーダー情報交換会の開催

。がん経験者ピアサポート活動支援

がん愚者サロン及びがん患者団体の今後の
活動の参考にしていただくため、鳥取県内の
がん患者サロン及びがん患者会のリーダ一
等による「鳥取県がんサロン等リーダー情報
交換会」を開催。相互の活動の情報交換や今
後の交流のきっかけ作りを支援。 (H25 9 

人参加)

がん患者やその家族にとって、がん体験者からのアドパイスや情報交換は、精神面で大き

な支えとなる。県内のがん息者サロン、患者会の活動活性化支援の観点から、患者間のコ

ミュニケーションスキルや傾聴技術の習得等について学んで頂く研修会を昨年に引き続

き開催。 H25はH24に続き、東部、中部、西部の県内 3地区で実施 (H25 計 18人参

く講義〉ピアサポートの基礎

①ピアサポートとは?

②ピアサポート活動の心得

0がん相鍛員情報交換会の開催
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くグループワープ>

事例をとおして学ぶ

がん相談員相互の連携、困難事例の共有及

び相談業務の質の向上を目指し、平成 21年

度より、がん拠点病院のがん相談員が自主

的に集まり、事務局持ち回りによる情報交

換会を実施している。(年2回開催)



0がん患者や家族などの学習環境の整備
・がん拠点病院に患者等が利用できる図書の整備
・がん相談支援室内にインターネット検索用パソコンを整備

[県立中央病院の様子] [米子医療セン告ーの図書]

[スマイルサロン(米子医療セン告ー)の様子]

患者同士や病院スタッフを交えた意見交換 治療や副作用に関する学習会も開催

[すずかけサロン(県立厚生病院)の様子]

患者同士の語らいが大きな励みに
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一現稿!立 i時..r Hì1~.'~!i[豆ヲlJヰ
患サ支援者ロン団へ体の、患活者動 i )> がん患者団体、患者サロンリーダー相互の情報交換会の開催

県
図書館等の関連 》県立図書館において整備
図書の整備促進

がん情報、医療
I )>ホームベージ及びサポート冊子による情報発信情報の充実

実がん相談員の充 !)>国立がんセン骨一研修への参加(がん拠点病院機能強化事業) )1 
が有(相なん困互相難どの)談事連例セ携のン共予 》がん相鍛員情報交換会の開催

署霊長暴惣露品 患サ援者ロ団ン体の活、患動者支 〉開催場所の提供、患者団体等からの要請に対して協力

富が公状表門ん況診医(治な師療療ど等情成)報の績配の、

丁 T 

〉手術件数や治療成績をホームページで公開

続用ン環内告境ー図の書ネ整館ッ備、ト利イ 》がん患者・がん患者家族等が、がんに係る情報を得ることができる環
境の藍備

(関医係師国会等) がをし推いん進知に識関のす普る正及
1)>がんに関する講演会などの開催

(生活習慣病対策セミナ一等)

がんに闘する正し )>行政などが提供する情報に基づき正しい知識を習得

県民
い知臓の習得

(患者など) 情報収集に基づく 》正しい知識に基づき適切な医療を選択
適切な医療選択

【県が実施する平成26年度の主な取組み1
・ がん診療連携拠点病院機能強化事業

がん診療連携拠点病院が実施する国立がん研究センター研修への参加等の事業に対して助成を行

います，

・がん患者団体活動促進支援事業

県ががん息者団体の活動を促進するため、がん患者団体を対象とした研修、意見交換会を開催し

ます。

φ がん先進医療費に対する貸付利子補給支援

高額な医療費が発生するがんの先進医療について、県民が少しでも利用しやすいよう、先進医療

費を金融機関から借り受けた場合、その利子の一部を支援します。

・ 【新規】がん情報発信事業(鳥取県がん情報ナビサイト)

がんの療養に役立つ情報ゃがん統計データなど、がん愚者にとって有益な情報を公開するためのが

ん専用ウェブサイトを構築します。

併せて、冊子「がん患者のための地域の療養情報サポートブック」を作成し、がん専用サイトとの

連携を図るなど、がん情報提供体制の充実を図ります。

52 
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現状(実績)

評価

|ア 施策の方向性と具体的取組(計画より転餓)I 

0小児がん拠点病院と県内がん拠点病院との連携

国が整備を進める小児がん拠点病院と県内がん拠点病院との連携により、小児がん愚者に対する

適切な医療の提供を推進します。

小児がん拠点病院(平成 25年 2月8日付け国指定)
h、E 都道府県名 痘療機関4!i

l 北海道 北海道大学病院

2 宮城県 東北大学病院

3 埼玉県 埼玉県立小児医療センター

4 東京都 独立行政法人国立成育医療研究センター

5 東京都 東京都立小児総合医療センター

6 神奈川県 地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立こども医療センター

7 愛知県 名古屋大学医学部附属病院

8 一重県 一重大学医学部附属病院

9 京都府 尽都大学医学部附属病院

10 京都府 京都府立医科大学附属病院

11 大阪府 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立母子保健総合医療センター

12 大阪府 大阪市立総合医療センター

13 兵庫県 兵庫県立こども病院

14 広島県 広島大学病院

15 福岡県 九州大学病院

0小児がんの相談等に係る従事者研修会の実施

安心して適切な医療や支援を受けられるよう、小児がん愚者とその家族に対する心理社

会的支援、適切な治療・療育、教育環境の推進等について学ぶ、がん相談員及び医療関係

者等を対象とした研修会を実施します。

0小児がん患者に関する実態調査の実施
小児がん患児に対する教育や就労などの自立支援や配慮、兄弟等への精神的なケア、小

児がんJ患児を支える親への支援が必要ともいわれていますが、県内の実態について十分な
把握ができていません。

本県小児がん患者及び家族が抱える課題(医療、教育)の把握のため、小児がん医療を

行う県内外の病院と連携し、アンケートを実施します。

今後、アンケート結果を基に、課題解決に向けた対策を検討します。
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|イ これまでの取組状況|

0がん登録による小児がん患者の現状

国の第 2次がん対策推進基本計画において新たに小児がん対策が掲げられました。小児

がんは、成人のがんと異なり生活習慣と関係なく、乳幼児から思春期に発症し、希少で多

種多様ながん種からなるとされています。

本県の小児がんの擢息状況を、地域がん登録の直近過去 3 年間 (2006~2008) の登録デ
ータから見ると、小児がんは成人と比較し、権患者数は少ないものの、毎年数十人の小児

がん愚者の権患が認められます。

また、がん種別では、白血病、脳腫湯、リンパ組織の順に多く、数は少ないものの胃、

肝、結腸、卵巣などのがん種の登録も認められます。

本県の小児がん患者の多くは、鳥取大学医学部附属病院又は県外医療施設で受療Lてい

ます。

出典:鳥取県地績がん畳録

出典.高取県地域がん登録

くイメージ写真>

小児病棟 院内学級
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0小児がん患者に対する医療費支援

子どもの慢性疾患のうち、小児がんなど特定の疾患については、治療期聞が長く、医療

費負担が高額となります。児童の健全育成を目的として、疾患の治療方法の確立と普及、

患者家庭の医療費の負担軽減につながるよう、医療費の自己負担額の一部を補助(支援)

ずる制度を厚生労働省と連携して実施しています。

・事業名「小児慢性特定疾忠治療研究事業J(昭和 49年より国庫補助事業として開始)

対象年齢目 18歳未満(引き続き治療が必要であると認められる場合は、 20歳未満)の児童

対象疾患悪性新生物(白血病、悪性リンパ腫、神経芽腫等)を含む、 11疾患群(514疾患)
認定者数 96名(平成 25年3月末現在※ただし、悪性新生物に限る)

自己負担額所得に応じ、以下の自己負担限度額(月額)を超える額を支援する

階層区分
自己負担限度額(月額)

入院 外来

生活保護法の被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進
。円 。円

及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

市町村民税が非課税の場合 。円 。円

前年の所得税が非課税の場合 2，200円 1，100円

前年の所得税課税年額が 5，000円以下 3，400円 1， 700円

前年の所得税課税年額が 5， 001 円 ~15， 000円 4，200円 2， 100円

前年の所得税課税年額が 15，001 円 ~40， 000円 5， 500円 2， 750円

前年の所得税課税年額が 40， 001 円 ~70， 000円 9，300円 4， 650円

前年の所得税課税年額が 70，001円以上 11，500円 5， 750円

※ただし、重症患者に認定された方の自己負担なし
事業所管・鳥取県福祉保健部子育て支援王国推進局

「小児慢性特定疾患治療研究事業Jhttp://www.pref.tottori.l"g.jp/808G3.htm 

0小児がんの相談等に係る従事者研修会の実施
小児がん患者及びその家族が安心して適切な医療や支援を受けられるよう、患児及びそ

の家族に対する心理社会的支援、適切な治療・療育、教育環境の推進等について学ぶ、が
ん相談員及び医療関係者等を対象とした研修会を平成 25年度より開始しました。

く研修会概要>
名称: r子どもとがんを考える医療従事者研修会J

主催:鳥取県
日時:平成25年 12月 14 日(土)午後 1 時~4時 20分
場所:とりぎん文化会館第2会議室
対象:がん相談員、がゐ治療に関わる医師及び看護師等
内容: [講演 1]鳥取県の小児がんの現状と課題

(講師)鳥取大学医学部附属病院小児科講師上山滴一氏
[講演2]小児がん患者への支援について

(講師)東京医科歯科大学附属病院小児科
チャイノレドライフスベシャリスト 村瀬有紀子氏

[講演3]親ががん患者である子どもの心とその支援~子どもに病気をどう伝えるか~
(講師)Hope Tree理事/四国がんセンター臨床心理土井上実穂氏

参加者:1 7名(がん相談員5名、看麓師7名、医師3名、その他2名)
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1ウ 今後の計画副

》平成 25・26年度の研修会参加状況を見なが
ら検討

Lf2222L|画風 〉必要に応じ、対策を実施

県

小児がん患者lz

対する医療費支 11~小児慢性特定疾患治療研究事業(昭和 49 年から継続実施)
援

~地域がん登録及び院内がん量録の実施

が

連

!

県
療
山
間

取

診

槻

鳥

ん

携

小児がん拠点

病院と県内が

ん拠点病院と

の連携

》 小児がん中国・四国ネットワーク会議や関西広域連合等
において検討

【県が実施する平成 26年度の主な取組み】
・小児がん対策推進事業

県は、平成 25年度に実施した小児がん愚者とその家族に対する心理社会的支援、適切
な治療・療育、教育環境の推進等について学ぶ研修会を平成 26年度も引き続き実施しま
す。

@小児がん患者支援対策の検討
鳥取県小児がん患者実態調査アンケートの結果を取りまとめ、それらを基に課題解決に向

けた対策について、鳥取県がん対策推進県民会議において検討します。

・小児がん患者に対する医療費支援
県は、小児慢性特定疾患治療研究事業(国庫補助事業)の実施を通じ、愚者家庭の医療

費支援(子育て支援)を継続実施します。

+ 小児がん拠点病院と県内がん拠点病院との連携
小児がん中国・四国ネットワーク会議(広島大学病院事ま司)や関西広域連合など各種

会議への参加を通じ、国が整備した小児がん拠点病院と県内がん拠点病院との連携を図
り、小児がん患者に対する適切な医療の提供を推進させます。
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【個別目標達成に向けた進捗管理】

目標項目 新たに見つかった肝炎ウイルス陽性者の精密検査受診率(市町村が実施する健康増進事業)

プロセ目ス標指標 肝炎ウイルス陽性者の精密検査受診率80軸以上 【統計】鳥取県健康対策協機会

| 進《惨Z平管価理 3罪器量 {HZH42年5度年実綾績子} 2H52年6年度度 (H2H52年7度年度実績〉 iH2H7E年8度年度実績} {H2H8Z年9年度度実績}
…(H 度実績)

年次目標 -------65.0% 68.8% 72.5% 76.3% 80.0% 

現状(実績) 61.3% 56.2% 

評価 未達成

現状(実績)
160人

C型慢性肝炎
103人

(H24年度)

127人
C型慢性肝炎

121人
(H25年度)

未達成評価

|ア 施策の方向性と具体的取組(計画より転載)I 

O肝炎対策の推進体制の整備

本県の肝炎対策を総合的に推進する組織として、県医師会、鳥取大学、市町村、肝炎患者等で

構成する r，鳥取県肝炎対策協議会」を設置します。

また、肝炎ウイルス検査及び精密検査等の検診の精度管理を図り、肝臓がんを予防するため、

鳥取県健康対策協議会に肝臓がん対策専門委員会を設置します。

0肝炎ウイルス検査体制の整備

県内すべての市町村及び鳥取、倉吉、米子保健所において、県民が肝炎ウイノレス検査を受診で

きる体制を整備します。また、肝炎ウイノレス検査で陽性となった方には速やかに医療機関におい

て精密検査を受診するよう勧奨を行います。

0肝炎ウイルス陽性者への定期受診勧奨の実施

肝炎ウイルス陽性(キャリア)者に対し、定期的(年2回を推奨)に肝炎検査を受診するよう

個別勧奨を行います。

08裂・ C型慢性肝炎患者に対する医療費助成制度の推進

B型・ C型ウイルス性慢性肝炎の者に対するインターフエロン治療等の医療費助成制度を国と

連携の上、継続して実施します。

0肝疾患診療連携ネットワークの推進

鳥取県肝疾患診療連携拠点病院を県内 1箇所整備するとともに、 2次医療圏に鳥取県肝疾患専

門医療機関を整備し、かかりつけ医を含めた肝疾患診療連携ネットワークの推進を図ります。

0肝炎患者等に対する相談・支媛施策等の体制整備

肝疾患に関する相談窓口の設置や肝炎患者等が早期に適切な肝炎医療に結びつける人材の育

成を図ります。
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0肝炎及び肝臓がん予防等に係る普及啓発

肝炎ウイルス感染予防や肝炎ウイルス検査受診勧奨、感染者への偏見・差別防止等について普

及啓発を実施します。

|イ これまでの取組状洲

0肝炎対策の推進体制の整備

鳥取県肝炎対策協議会及び鳥取県健康対策協議会肝臓がん対策専門委員会において、肝炎ウイ

ルス検査の実施体制及び検査の精度管理等について協議を行った。

( 1 )鳥取県肝炎対策協議会

第 1回会議

日時平成25年8月17日(土)

場所鳥取県健康会館

協議内容:

・鳥取県肝炎対策推進計画の策定について

.鳥取県肝臓病月聞の新設について

・肝炎ウイノレス検査アクセス向上事業について

・肝炎医療費助成事業における受給者の傾向について

.鳥取県肝疾患専門医療機関の指定について

第 Z回会議

日時:平成26年2月22日 (土)

場所鳥取県健康会館

協議内容・

・肝炎医療特別促進事業に係るシメプレピルを含む 3剤併用療法の適用について

・平成25年度、平成26年度における肝炎対策の取り組みについて

・肝疾患専門医療機関の指定更新について

・平成26年度における肝臓病月聞の取組みについて

(2 )鳥取県健康対策協議会肝臓がん対策専門委員会

第 1回会議

日時:平成25年8月17日 (土)

場所:鳥取県健康会館

協議事項:

(報告事項)

・鳥取県肝炎対策推進計画の策定について

.鳥取県肝臓病月間の新設について

-肝炎ウイルス検査アクセス向上事業について

.鳥取県肝疾忠専門医療機関の選定について

(協議事項)

・鳥取県肝炎ウイルス検診・肝臓がん検診等実施要

領の一部改正について

・平成25年度肝臓がん検診従事者講習会及び症例研究会について

0肝炎ウイルス検査体制の整備

( 1 )市町村の取組

健康増進法に基づく健康増進事業等により、地域住民を対象に肝炎ウイルス検査を実施する

とともに、 40歳以上の未受検者に対し、個別受検勧奨を行った。

・実施市町村数 1 8 (平成 24年度)
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-一次検診
年度 受齢者数 HBs陽性者 HBs陽性率 HCV陽性者 HCV陽性率

H22 2，476 54 2.2 19 0.8 

H23 3，374 56 1.7 24 0.7 

H24 4，777 83 1.7 23 0.5 
来告陽性者数にはB型、C型ともに陽性である者が宮まれるため、告陽性者数回合計は下段目要精検者数に一致L広い.

-精密検査
年度 要精検者数 精検受鯵者数 精検受惨率 T がん Tがん発見率

H22 73 41 56.2 

H23 80 49 61.3 

H24 105 59 56.2 

(2)県の取組

県は、市町村が健康増進事業に基づき実施する肝炎ウイノレス検査や、保険者等実施する肝炎

ウイルス受検が困難な者等を対象に、県内各保健所及び医療機関委託により、肝炎ウイノレス無

料検査を実施。

※ただし、 H25年度については、H26.12末時点

H22 

H23 

H24 

H25 

※ただし、 H25年度については、 H26.12末時点

【平成25年度の新たな取組】

働き世代への無料肝炎ウイルス検査アクセス向よ事業

[対象者]肝臓がん権患率が高まる働き世代 (40歳から 59歳)において、過去に肝炎ウ

イルス検査を受診した経験がない者のうち、市町村が実施する肝炎ウイルス検

査が、勤務の都合等により受診することが困難な者

[内 容]・職場の定期健康診断時に肝炎ウイルス検査も同時受診してもらうよう勧奨。

・検査の申込み手順の簡素化(保健所経由せず医療機関で直接申込み)
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0肝炎ウイルス陽性者への定期受診勧奨の実施

市町村は、住民個々の肝炎ウイルス検査受検状況の把握に努め、受検結果の適切な情報管理を

行うほか、未受検者への個別受検勧奨や無症候性キャリアを含む肝炎ウイルス陽性者への定期検

査の受検勧奨(年2回以上の受診)に取組んだ。

-平成 24年度実施市町村数 1 3、受診者数 1， 092人

08型・ C型慢性肝炎患者に対する医療費助成制度の推進

B型肝炎、 C型肝炎の早期治療を促進し、肝硬変や肝がんへの進行を未然に防ぐ観点から、平

成20年度から国の医療費助成制度に基づき、抗ウイルス治療に対する経済的支援を実施。

肝炎治療受給者証交付申請者に対し、県が認定審査の上、肝炎治療受給者証を交付し、指定す

る医療機関に受給者証を提示することにより、保険医療費の世帯の所得に応じた月額自己負担上

限額を上回る額を助成(現物支給)。

く

0肝疾患診療連携ネットワークの推進

※H22年度にB型慢性肝炎に対する

アナログ製剤治療が追加されたた

め、 E型の認定者数は急増

・肝炎患者等の個々の病態に応じた適切な肝炎医療を提供するため、肝疾患肝疾患診療連携拠点、

病院及び肝疾息専門医療機関との連携、又はこれらの医療機関とかかりつけ医との連携を図るこ

ととしている。

く

国立大学法人鳥取大学医学部付属病院
(鳥取県肝疾息相談センター)
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-肝疾患診療連携拠点病院は、鳥取県肝疾忠診療連携協議会を開催し、肝疾患医療に携わる医師
等を対象とした肝疾患医療の資質向上に向けた研修会を開催した。

く平成25年度>
平成25年8月8日(木)鳥取ワシントンホテル

協議内容:術前肝炎検査の内科との連携、肝硬変手
帳、新薬(シメヒリレピノレ)等

平成26年2月20日(水)倉吉セントパレスホテル

研修会講演・ rc型慢性肝炎ウイルスの撲滅は近い」

鳥取大学医学部附属病院第二内科
岡野洋一先生

0肝炎患者等に対する相談・支援施策等の体制整備

(1)相談支援体制

掴園田

肝疾患診療連携拠点病院内に設置されている鳥取県肝疾患相談センターや保健所において、

肝疾患に関する相談を受け付けている。

①鳥取県肝疾患棺談セン聖一
「 ・場所

鳥取大学医学部附属病院内
.電話番号

0859-38-6525 (要電話予約)
.電話受付時間

8:30~15 ・ OO(年末年始を除く平日)
・相談料 無料

-年間相談件数計33件

く主な相談内容>B型慢性肝疾息、 C型慢性肝疾患、肝がん、肝炎訴訟関連など

②保健所
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(3 )肝炎の予防及び肝炎医療に関する人材の育成

①肝炎医療従事者研修会の開催

肝炎ウイノレス感染が判明した後、早期に適切な医療に結びつける人材の育成を図るため、

看護師、薬剤師、保健師等を対象にした「鳥取県肝炎医療従事者研修会Jを開催した。

O主催・県

0日時:平成26年2月2日(日)

0会場:倉吉市(倉吉体育文化会館)

0対象者'肝疾患診療連携拠点病院、肝疾患専門医療機関、

市町村及び県福祉保健局に在籍する看護師、

薬剤師及び保健師等

0内容

.B型慢性肝炎について(鳥取大学医学部第二内科

法正講師)

・C型慢性肝炎について( 1/ 岡本助教)

・肝硬変について ( 1/ 村脇教授)

・肝細胞がんについて ( 1/ 孝回准教授)

鳥取県の肝炎対策の状況(県健康政策課職員)

0受講者数 22人(内訳。看護師4、保健師13、その他5)

②肝臓がん検診従事者講習会、症例検討会の開催

肝疾息医療に携わる医師等を対象に従事者講習会や症例検討会を開催。

0主催鳥取県健康対策協議会

0日時平成26年2月22日(土)

O会場鳥取市(県健康会館)

0対象者.肝臓がん検診に従事する医師、検査技師、保健師及び看護師等

O内容講演「佐賀県「肝がんトストワンJ汚名返上f吋."1ト

一地域ぐるみと多職種協働ーJ

(講師佐賀大学医学部肝疾患医療支援学講座江口教授)
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0肝炎及び肝臓がん予防等に係る普及啓発

(1)鳥取県肝臓病月間の創設

あらゆる世代の県民に対し、肝炎及び肝臓がんを中心とする肝臓病について正しい知識の普

及を図ることを目的に、 「鳥取県肝炎対策推進計画(平成 25年4月策定) Jに基づき、本県

独自に 7月を鳥取県肝臓病月間と定め、取組みを開始した。

鳥取県肝臓病月間実施要綱 ; 

平成 25年 6月 28日 j 
健康医療局健康政策課 j

第 1 目的 j 
我が国では、 E型肝炎ウイノレス又はC型肝炎ウイルス(以下「肝炎ウイノレスJという。)感染 j

に起因するウイルス性の肝炎患者が肝炎に棲息した者の多くを占めている。肝炎ウイルスに持続;

感染していると推測される者は、 B型肝炎ウイノレス (HBV)で 110万-140万人、 C型肝炎 i

ウイルス (HCV)で 190万-230万人とされ、圏内最大の感染症とされるなど、 E型肝炎及び

C型肝炎に係る対策は喫緊の課題となっている。

特に木県の肝臓がんは、全国と比較し、死亡率、標磨、率が高いことや、肝臓がんの大きな原因

とされる肝炎ウイルス陽性率についても高い傾向にあるほか、肝炎ウイルスに対する知識不足や

誤解により、感染者に対する差別や偏見が存在するなど、多くの課題が指摘されている。

平成 25年 4月に制定した「鳥取県肝炎対策推進計画」第5の規定に基づき、 7月を鳥取県肝

臓病月間と定め、あらゆる世代の県民に対し、肝炎及び肝臓がんを中心とする肝臓病について正

しい知織の普及を図ることを目的とする。

第Z 期間

毎年7月 1日から 7月 31日までの 1ヶ月間とする。

;第3 実施内容

j 県は、県内の肝疾患診療連携拠点病院及び肝疾息専門医療機関、医師会を含む医療関係者、医

i療保険者、事業主、肝炎患者団体などの関係団体と連携し、啓発に取組む。

i ( 1 )啓発方法

ア 各種広報媒体を活用した効果的な広報

イ 関係団体との連携を通じた普及啓発

(2 )主な啓発項目

ア 肝炎ウイルス検査による肝炎ウイルスの早期発見の重要性

イ 肝炎ウイルスの新たな水平感染防止について

ナ肝臓滴の病態に応じた適切な医療を受けることの重要性

j ェ 知識不足や誤解による偏見・差別の防止など

(2 )鳥取県肝臓病月間段置を契機とした各種広報媒体を活用した啓発

[テレビ・ラジオCM]

7/1-31の問、民放テレビ 90回 (30固x3局)、民放ラジオ 60困 (30固x2局)

でスポット CMを放送したほか、テレビ動画を県 HP(とりネット)に掲載

-m思明掴酒田園田園田園田園圃圃圃圃圃圃圃・・圃園圃園田市

ぷ彰鳥取県
7J苦;家、野総務F音鑓です

一雨雲空教!
7/1-31の問、民放テレピ90回 (30回X3局)、民放

ラジオ60回 (30回X2局)でスポット CMを放送したほか、

“.，主:とー・，.除府泌ワイルス..畿管後l:tllましょう

テレビ動画を県 HP(とりネット)に掲載
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[県政だより]

県内全戸配布となる「県政だより J (7月

号)で肝臓病月間の周知、肝臓病の早期発見

・早期治療について啓発

[街頭キャンペーン]

[ポス9一]

l 

モ.が|

啓発用のチラシ

15，000部、ポスター200

部を作成。

市町村、医療機関等の

関係機関に配布し、施設

内での掲示や啓発への

協力を依頼

日時:7月 4日
場所・ JR鳥取駅北口前

働き世代をヂーゲットに啓
発活動を実施(チラシ、テ
ィッシュの配布)

:このほか、県HP (とりネット)への掲載や県庁前電量掲示説lこ1ヶ月 (7/1-刊証臓病月聞のPR;

iと受検勧奨メッセージを掲載した。

(3 )健康フォーラム2013の開催

0主催 県医師会、共催.鳥取県健康対策協議会

O日時平成 25年 11月 16日(土)

0会場米子市(鳥大医学部記念講堂)

0メインテーマ「肝癌で命を落とさないために」

・演題 fB型・ C型肝炎と脂肪肝炎」

(講師鳥取大学医学部機能病態内科学村脇教授)

・演題「肝癌のやさしいお話し J

(講師 島根大学医学部附属病院肝臓内科

佐藤診療科長)

(4 )患者会勉強会の開催

0主催鳥取県肝炎愚者団体ヰットワーク

O日時.平成 25年 8月 25日 (日)

0会場・米子市(米子ふれあいの星)

0協力，山陰労災病院(岸本幸廃園1)院長)、鳥取県

O内容

・セッション 1 r食事と肝臓J

(講師山陰労災病院第二消化器内科西肉部長)

・セッション 2 rアルコールと肝臓J

(講師山陰労災病院第二内科前田部長)
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|ウ今後の計剛

実施主体 I 取組方針 iH2~洋皮“二子 I H26年度 I H27年度 H28年度 I H29年度

肝炎ウイルス検査 》健康増獄中〈肝炎山ス検査の実施及び未受診者への〉
体制の聾備 受診勧奨(健康増進事業)

市町村
精密検査受診率の

》陽性者の把握及び精密検査の受診勧奨
向上

肝喜へ炎のウ定イル期検ス査陽性受 》肝炎ウイルスキャリアの状況把握、定期検査受診勧奨
勧奨

書保 〉保健所における無料肝炎ウイルス検査の実施
肝炎ウイルス

検査体制の楚

備(市町村検査 医 》委託医療機関における無料肝炎ウイルス検査の実施

の受検が困難 療

な方対象) 機 〉働き世代に対し定期健康診断時での
関 岡崎受検(無料)の勧奨(H25-27) 要に応じ継続

精密検査受診率の 》初回に限り検査陽性者の精密検¥

向上
県

査自己負担相当額を勘成 / 

肝疾患診療連携拠 》肝疾患診療連携拠点病院の指定…医

点病院等の指定 の肝疾患専門医療機関を指定

B型・ C型慢性肝炎

患者に対する医療 》肝炎イ~~-JID~ ・核酸ltロゲ製剤治療医療費助成制度の実施

費助成制度の推進

肝炎及び肝臓がん
》市町村、医療関係者等と連携し、肝炎に関する正しい知識を普及

予防等に係る普及
》鳥取県肝臓病月間(7月)において、テレビ等各種広報媒体を

啓発
活用し県民に向けて普及啓発

健康対策 1 
協議会肝 精密検査受診率の

》肝臓がん検彩精密検査登録医療機関等の体制整備
臓がん専 向よ / 
門委員会 I 7 
肝疾患診 肝疾患に係る患者 7 7 

療連携拠 等に対する相談窓 》鳥取県肝疾患相談セン9ーの設置

点病院 ロの設置

ii襲
7 寸

肝疾患診療連携ネ 》鳥取県肝疾患診療連携拠点病院を中心とした鳥取県肝疾患専門

ツトワークの構築 医療機関とかかりつけ医を含めた診療連携ネットワ-'7を推進
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【県が実施する平成 26年度の主な取組み】

- 保健所・医療機関肝炎ウイルス検査の実施

肝炎ウイルスの早期発見、早期治療を促すため、市町村等での受診機会のない方を対象に、保健

所及び委託医療機関において肝炎ウイルス検査を無料で実施します。

@ 働き世代への無料肝炎ウイルス検査アクセス向上事業

働き世代の方の受診拡大のため、職場の定期健康診断時での肝炎ウイルス検査を同時受診するよ

う勧奨を行います。(上記委託医療機関での実施。胞5年度-H27年度)

- 【新規】肝臓がん予防戦略事業

・肝炎精密検査アクセス向上事業

市町村及び県が実施する肝炎ウイルス検査陽性者を対象に、初回に限り精密検査の自己負担

相当額を助成するとともに、定期的に精密検査を受け続けるよう、受検した精密検査の結果等

を記録する「かんぞう手帳j を作成し、市町村等を通じ陽性者に配布します。

(H26年度-H28年度)

・休日・夜間肝炎ウイルス検査事業

就業者等、平日の昼間に肝炎ウイルス検査を受診することが難しい方への配慮として、保健

所において夜間・休日の検査を実施します。(年2回程度)

.'肝炎治療特別促進事業

高額な治療費が必要となるB型・ C型ウイルス性慢性肝炎の者に対するインターフエロン治療・

.核酸アナログ製剤治療の肝炎治療費の一部を公費負担します。

φ ストップ肝臓がん啓発事業

平成 25年度に新設Lた鳥取県肝臓病月間 (7月)に肝臓がん予防や肝炎ウイルス検査等の重要性

について、テレピ・ラジオCM等の広報媒体を活用して県民へ周知します。

- 肝炎医療従事者研修会の開催
肝疾愚診療連携拠点病院、肝疾患専門医療機関、市町村及び県保健所に在籍する看護師、薬剤師

及び保健師等を対象に、肝炎に関する病態、治療方法、各種制度等の総合的な知識の習得を目的と

した研修会を開催し、肝炎ウイルス検査後のフォローアップや受診勧奨などの働きかけを推進しま

す。

- 肝臓がん検診等精度管理
肝炎検査等の精度管理の向上を図り、肝臓がんの早期発見と死亡率の低下を図ります。

-肝炎対策協議会の開催

・肝臓がん検診従事者講習会、症例検討会の開催、追跡調査の実施
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. .  jん鵠)何時弥呼~卸業態時一一聖書時三-ぶ
【個別目標の達成に向けた進捗管理】

「鳥取喋院内がん情報セン9ーJ{立、院内がん登録の情報を基に県内がん治療の実態や、治療
成績tの傾向分析等を行い、ホームページで公開

全てのがん拠点病院及びがん拠点病院に準じる病院の情報を公開

年次目標

現状(実績)

達成

〈地域がん畳録〉

DCN値 lQ見未満(鳥取県地域がん登録)

年次目標 13.4'見

現状(実績) 14.3拡 12.7拡

評価 遺成

地域がん登録の標準化導入

年次目標

昭和47年より、
現状(実績) I県独自の地域が

ん登録を実施

評価

利用承認完了
・標準デ一宮ベー
スシステム導入
のための予算確

H26年度当

連成

12.5% 

67 

11.7拡

tl28年度

内容充実

10.8% 

肉容充実

9.9目

円滑な運用 |円滑な運用 |円滑な運用



|ア 施策の方向性と具体的取組(計画より転載;)I 

く院内がん登録〉

O院内がん登録の実施
がん拠点病院及び県が指定するがん拠点病院に準じる病院において、院内がん登録を実施し

ます。

0鳥取県院内がん情報センターの設置
院内がん情報センターを設置し、院内がん登録の情報を基に県内がん治療の実態把握、傾向

分析等を行い、ホームベージで公開します。

0県内院内がん登録業務への支援
鳥取県院内がん情報センターは、がん拠点病院以外で院内がん登録を実施する医療機関への運

営等に対し支援します。

0研修受講の推進
国立がん研究センターが実施する院内がん登録実務者研修会の受講等の推進します。

<地域がん登録>
O質の高い地域がん登録事業の推進

鳥取県健康対策協議会がん登録専門委員会において、更なる登録精度の向上に向けた取組を

継続します。

O地域がん登録事業の情報セキュリティ及び比較性向上のため、地域がん登録の標準化導入
平成 26年度中(平成 27年 1月予定)に国が推奨する地域がん登録の標準化を導入します。

O地域がん登録情報を取りまとめ、集計結果をホームページなどで公開
集計データの更なる有効活用等について、鳥取県健康対策協議会がん登録専門委員会を通じ検

討します

0本県のがんの実態把握・分析
地域がん登録情報を活用した、本県のがんの実態把握のための詳細な統計分析(がん羅患・

死亡、登録擢患者の 5年相対生存率、がん検診受診履歴との照合等)について今後検討します。

くがんの実態把握、対策の評価>
0院内がん登録及び地域がん登録の各種データを活用し、引き続き、本県のがんの現状分析や対策

の評価を実施します。

68 



②同センターは、県内で実施されたすべての院内がん登録データの収集を行い、収集した

データを基に、本県がん医療の傾向等について評価・分析し、その内容を取りまとめて

広く県民に公開しています。

鳥取県腕悶がん情報センターホームページ http://gantourokuーtottori.jpj

一一一山虚実，.，岬帳、ペ叩蜘1>....，..，

S……一
一叫究開叩…帆

.宝引岬or"'，，，，，，.:..';'1 

くホームページの主な掲載内容>

。九 2師 4帥

00-醐

2・，
0' 

絡A;::

.，・=
酔盛

除.、..句司---司自守山叩明伊川.陣
•• 
胸 一

一一柑

同開1間知引…州一

排出町
込町 畑 叩込

制，..... ，..，必
骨 、 肺 り -

叫哨・晶

噛蹴，.

錨桜温 ‘ ~ 
1It' .. n 川』

11.1; ，.。
:1;_1、

・砂挽篠 島 』ト

60% 80% 、1ωoc伊戸尚

ー園
口外'削除.. 餓飢噌.)

・P時慢嶋術調歯・
。.o.泊・

・位争僅主筆

e 

q 

4 

〉 鳥取大学医学部附属病院・鳥取県立中央病院・鳥取市立病院・鳥取県立厚生病院・独立行
政法人国立病院機構米子医療センターの 2010年診断症例統合データとグラフ
(部位、男女別、年齢、治療前進行期、術後進行期、治療内容)

》 鳥取大学医学部附属病院・鳥取県立中央病院・鳥取市立病院・鳥取県立厚生病院・独
立行政法人国立病院機構米子医療センターの年診断症例と全国との比較
(部位別、ステージ別、)

》 鳥取県がん診療連携準拠点病院(鳥取赤十字病院、鳥取生協病院、野島病院、山陰労
災病院、博愛病院) ・診断症例件数(部位別)
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く地域がん登録>

O質の高い地域がん登録事業を推進
鳥取県健康対策協議会がん登録専門委員会において、更なる質の向上を目指した検討を

行っています。なお、がん登録の登録精度を示す (DCN値)は、年々向上しています。

鳥取県地域がん登録の実施

本県の地域がん釜録は、昭和 44年の悪性新生物調査を基盤とし昭和 46年から実施。多

くの医療機関に協力頂き、賓の高いがん登録事業を展開。
【内容1
0患者数及び寵患率の集計と動向の把握
。がん患者の受療状況の把握
0量録患者の生存率の測定と動向の把握
0がん予防、医療活動の企画のための基礎資料の提供並びに評価

【概要】

0協力医療機関数約 50機関(2別2年)
0医療機聞からの届出票年間 6.583件α012年)
ODCN値=20ω年 12.7軸 ※参考 2008年 12.7軸(全国 24.0%)
OI/M比=2∞9年 2.2軸 ※参考 2008年 2.2軸(全国 2.0%)

0地域がん登録の情報セキュリティ及び全国比較性向上のため、地域がん登録の標準化導入
県が平成 26年度当初予算において予算確保しました。

0地域がん登録情報を取りまとめ、集計結果をホームページなどで公開
鳥取県がん専用ホームベージを立ち上げ、公開しでいます。
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くホームベージの主な掲載内容>

11.鳥取県がん羅患率、 2寵息数年次推移、 3.羅患割合の比較、 4.羅患割合の年次推移
E擢患率の年次推移、 6.標準化種患比の年次推移、 7.穣息率と死亡率の年次推移
8薩患率と死亡率の全国比較、 9.地域別の年齢調整羅患率、 10.病巣の拡がり
11.年齢階級別がん羅患の推移(実数)、 12.年飴階級別羅患構成比の年次比較 など

O実態把握のための群細な統計分析及び情報発信の充実について
地域がん登録情報を活用した本県のがんの実態把握のための詳細な統計分析(がん権息

・死亡、がん検診履歴データとの連携、 5年生存率等)及び集計されたデータの更なる有
効活用及び県民により分かりやすくデー
タを示すことについて、鳥取県健康対策協
議会がん登録専門委員会の傘下にワーキ
ンググループを設置し、検討しています。



|ウ今後の計画|

実施主体 激組方針 持125年度 H26年度 I Q~I~手渡 j一、 H28&jtT. H.29 #度

「地域がん登録J
!〉医師会、鳥大と連携し、 『鳥取県地域がん量録』を実施(健対協委託)

の実施
法制化に伴う各種課題解決に向lすた検討

「地域がん登 》ワーキンググルー化¥、 標準化D目 ¥ 、
》法制化に伴う全国が

録び』のあり方及 プを設置、標準 運用開始
標準化導入 導入準備 / I ，"，m..'e / 〔時期不明)

県
拠点病院を対象
とした「院肉が

》がん拠点病院強化事業により経費を支援するなどん登録指導者研

修支援』への派遣を

「院肉がん登
〉院内がん畳録拡大・院内がん情報セン9ーの陵置録」情報の集計、

集計結果の還元

拠等療医療点がを機病行ん院治関う

録f』地の域実が施ん登 》 がん治療を行う医療機関において、 「地域がん畳録』を実施

の『院実内施がん畳録』 jl>拠点病院において「院内がん登録」を実施

2zjんi事Efj病院E長2 》がん葺録実務者を育成するため拠点病院による研修の実施

医師会

が進の研ん修登録受実講務の者促
〉研修受講を促し、がん登録実務者のスキル向上を推進

【県が実施する平成 26年度の主な取組み】

@ 鳥取県地域がん釜録事業(生活習慣病登録評価分析事業)

質の高いがん登録事業を推進します。(鳥取県健康対策協議会へ業務委託)

・ 鳥取県がん登録あり方検討ワーキンググループ

全国的に登録項目等の標準化が進む中、本県の地域がん登録のあり方及び情報提供のあり

方について検討します。(鳥取県健康対策協議会へ業務委託

・院内がん釜録鉱大支援事業

'¥ 

/ 

県内全体のがん医療の実態把握及び医療水準向上のため、拠点病院以外でがん診療を行う病院

への院内がん登録の拡大を継続実施します。

あわせて、 「鳥取県院内がん情報センター」を設置し、県全体のがんに係る情報収集・情報発

信を強化します。

・ がん登録の法制化に伴う検討

「がん登録等の推進に関する法律Jが平成 25年 12月 6日に成立。同月 13日に公布された。

今後、国において詳細が検討され、 3年以内に施行される見込み。これまで県事業として実施

してきた本県地域がん登録は、法律に基づく国の全国がん登録となり、手続きや情報管理を含

め、国ノレーノレに準じる必要があることから、今後の国の動向を注視します。
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Iがん腕・普及啓発 勺

ーが一一一一一一一一…匂…一一一…円V 戸、".'，'~'~ーが
【領別目標の連成に向けた進捗管理】

現状(実績)

50 ;事業所

現状(実績)

未達成

!ア 施策の方向性と具体的取組 (計画より転載)

0子どもの頃からのがん教育の推進

せ、 5年以内に実施率 1∞%を目指す。

50事業所

子どもの頃からのがん教育を、教育関係機関や医師会等と連携して取り組みます。

0職場におけるがん教育の推進
従業員等へのがん教育の推進を、企業や医師会等と連携して取り組みます。

O地域におけるがん教育の推進
医師会やがん拠点病院は、地域住民を対象とした市民公開講座や、がんフォーラムなどを

開催します。
県は、関係機関と連携し、がん及びがん検診の正しい知識の普及を目指し、大型ショッピ

ングセンターなどで、地域に密着した啓発を行うほか、各種メディアを活用した啓発活動も
行っていきます。

市町村は、地区公民館等で開催する健康教室などを通じ、地域住民や各地区の健康推進員

を対象とするがんの教育に取り組みます。

|イ これまでの取組状況 l

o r出張がん予防教室」の開催

本県のがんの実態や、がんになりにくい生活習慣の大切さ、がん検診受診による阜期発

見・早期治療の有効性などについて、学校や職場において正しい知識の普及が推進される

よう、がん予防教育を希望する学校及び企業等に対し、県ががん教育教材の無償提供及び

講師(医師等)の派遣を行う「出張がん予防教室Jを平成 24年度から開始した。

く開催実績〉

平成 24年度学校 16校、企業等 24か所

平成 25年度学校 7校、企業等 19か所
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く県事業「出張がん予防教室」の様子〉

(中学校) (事業所)

o r子どもの頃からのがん予防教育推進部会』の設置

本県では平成 24年度から「出張がん予防教育」事業により、学校児童生徒へのがん予防

教育の推進に取り組み、徐々に実績を増やしつつあるが、学習指導要領においてがん予防

教育の位置づけが明確でないことや、授業時間の確保が困難であるなど、がん予防教育の

普及拡大には課題も多い。

がん教育に関係する者(がん対策推進部門、教育関係者、医療関係者等)で構成する「子

どもの頃からのがん予防教育推進部会」を鳥取県がん対策推進県民会議の傘下に設置。

がん教育のあり方、子どもに伝えるべきがんの知識、教材の見直し等について協議した。

く概要>

名 称:鳥取県がん対策推進県民会議子どもの頃からのがん予防教育推進部会

委員構成 県中学校長会長、県高等学校長会長、県学校保健会養護教諭部会代表、

同保健体育主事部会代表、県医師会代表、県教育委員会関係課代表 (3名)、

県福祉保健部代表 委員計9名+特別アド、パイザー(東大病院・中)11恵一准教授)

開催実績 平成 25年 7月 30日(協議内容)現状把握、部会進行方法協議

平成 25年 10月初日(協議内容)がん予防教育のあり方協議、教育教材検討

平成 25年 12月 3日(協議内容)部会まとめ、教育教材検討、講師育成研修会検討

教材見直し:別記参照
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子どもの頃からのがん予防教育推進部会における協結果(まとめ)

0学習指導要領に基づき各学校で実施されるがんの教育「教科書授業」は、生活習慣病予防の観点か
ら基本的ながんの知識を学ぶ上で重要な役割を担っている。

0一方、県福祉保健部が事業として実施する「出張がん予防教室」は、生活習慣病予防に加え、鳥取
県のがんの現状、がんのメカニズム、たばこの害など、より充実した肉容となっている。

0学校現場における教科書授業に加え、出張がん予防教案事業の一層の普及拡大を図ることは有用で
ある。

0しかしながら、学校教育全体のカリキュラムがタイトであるほか、がん教育の大切さについて教師
の認識が必ずしも十分とは言えないなどの指摘があるなど、課題は多い。

O文部科学省は、公益法人日本学校保健会に「がんの教育に関する検討会』を設置。平成25年7月
に初会合を開催するなど、子どもに対するがん教育が本格的に動き出した。

教育現場における混乱防止の観点から、現在実施されているがん教育の大きな枠組みは

変更することはせず、当面の対策として、県事業「出張がん予防教室Jの充実を図る。

【がん教育の対象者】
埠現行のまま変更なし。
・学校現場における教科書授業 = 学習指導要領による対象学年
・県事業「出張がん予防教室J = 小学校高学年、中学生、高校生、一般
-第二次鳥取県がん対策推進計画における子どもへのがん教育の目標対象=中学生、高校生

【出張がん予防教室(小学校高学年、中学生用)教材】
詩内容の全面見直し(充実)を行った。冊子「がんのなぞQ&AJ

【県事業「出張がん予防教室」の今後の展開】
司さらなる充実を図る。

① 現在実施している医師派遣や、教材の無償提供の継続。

② 上記①に加え、医師派遣によらず学校教員によるがん教育を実施希望する学校について
lま、県が作成した出張がん予防教室の教材(冊子・パワーポイント)のみの提供も可能と
する。(拡大)

③②の取組が円滑に推進されるよう、学校教員(保健体育科の教諭、養護教諭等)及び希望
する医師に対し、がん教育の進め方を学ぶ機会を作る。(拡大)

く参考〉医師、教育関係者を対象とした指導者研修
鳥取県医師会学校医・園医研修会 学伊保健会研修会 (H26年2月2日倉吉体育文化会館)
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岡部会における協議結果を踏まえ、
上記研修会において、県内の学校養護
教諭及び学校医等を対象に「出張がん
予防教室j教材を活用したがん教育の
具体的すすめ方について説明。



|ウ今後の針画|

3融業草案: 取縦方針パ三 H26.年度 H27年度三 I "28 年度。 I バ H29~芋度

学校における
!》 『出張がん予防教室』の実施

がん教育の推進 f》学校養護教愉及び学校医等を対象とした指導者研修の実施

県.
職場における I ~ r出張がん予防教室』の実施
がん教育の推進

T 

地域における啓 !~地績の大型施股等での啓発
発活動

11 ~各種メディアを活用した啓発活動

医師会、

がん拠点 11 ~市民公開講座、がんフォーラム等の開催
病院 地域における啓

発活動

11 ~地区公民館等において、地蟻住民へ健康教室を実施市町村

【県が実施する平成 26年度の主な取組み1

・出張がん予防教室

¥ 
/ 

がん死亡率の減少のためには、子どもの頃からがんになりにくい生活習慣を身につけることや

定期的にがん検診を受診する習慣が効果的であることから、がん予防教育を実施する学校や企業

等に対し、講師の派遣及び教材の提供を行います。

-鳥取県がん検診推進企業アクション

がん対策の推進に協力していただける企業をパートナー企業として認定。企業と連携してがん

対策の推進に取り組むほか、企業トップを対象としたがんセミナーを開催します。

また、認定企業での優良な取組を広く県民に紹介し、企業が取り組むがん対策の気運の醸成を

図ります。

@がん検診受診率向よ総合啓発事業

がん検診受診の受診啓発について、テレビ、ラジオ、新聞のほか、大型ショッピングセンター

でのイベント開催など。各種メディアを連携させたキャンベーンを展開します。

※その他、地域の啓発については、 「がんの早期発見Jを参照ください。
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<小・中学生用教材・抜粋>
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[[[i]がん鱒の就労を含めた社会的糊 三.
【個別目標の達成に向けた進捗管理】

現状(実績)

年次目標

現状(実績)

17.6国

84団体

(408団体中)

11.7見

lア 施策の方向性と具体的取組(計画より転載) I 

0働く意欲のあるがん患者への支援

がん患者・経験者とその家族等の住事と治療の両立を支援することを通じ、がんになっ

ても安心して働き暮らせる社会を目指し、働くことが可能で、かっ働く意欲のあるがん患

者が安心して働けるよう事業者と連携した取組を実施します。

また、職場(就労)や採用選考時に、がん患者(経験者)が、がんの権患を理由に差別

を受けることのないよう取り組みます。

(がん検診受診率向上パートナー企業の認定拡大)

がん検診受診率向上パートナー企業の次の認定項目に取組む企業数の増加を通じ、就

労支援を推進します。

①従業員にとって、がん療養・家族看護しやすい環境に配慮

②がん経験を理由に不利益な扱いを受けることのない環境に配慮

。就労にかかる相談体制の強化

がん治療は、がん息者の今後の就労環境にも大きな影響を及ぼすことから、がん患者

・経験者とその家族が、専門的ながん相談と労働相談を同時に受けることができる体制

整備を推進します。

|イ これまでの取組状況|

0がん検診推進パートナー企業

各保健所にがん検診推進パートナー企業を勧奨するためのスタッフを配置し、企業訪問

を通じ、次の認定項目に取組む企業数の増加を図った。

①従業員にとって、がん療養・家族看護しやすい環境に配慮

②がん経験を理由に不利益な扱いを受けることのない環境に配慮

78 



専

す
の

関

談

に

相

ん
ん
が

品
川
N

、

る
め

す

含

施

も
実

談

が

相
-
働

々
ノ
掛
川
日

ン
・
フ

セ

伴

l
究

に

ト
研
忠

一
ん
羅

ポ

が

ん

サ

立

が

プ

閤
ツ
、
れ

ト

は

さ

ト

各

け

に

の

、

携

受

ツ

'

4

ス

に

置

働

も

わ

境

自

と

連

時

ト

ぷ

備

ン

一

配

労

し

る

環

独

」

が

同

ス

れ

整

ワ

タ

が

、

ず

い

労

県

る

一

を

ン

駁

制

談

ン

員

が

必

て

就

本

く

タ

談

ワ

均

体

相

セ

談

る

、

し

の

、

な

ン

相

談

日

斉

働

援

棺

い

て

有

後

ら

み

セ

働

相

U
一

労

支

ん

て

い

を

今

か

「

援

労

働

け

で

ん

談

が

し

つ

識

の

と

所

支

な

労

日

院

が

相

た

応

に

知

者

こ

談

談

的

ん

年

病

「

ん

し

対

談

的

息

す

相

相

門

が

汚

点

備

が

了

に

相

門

ん

ぼ

働

ん

専

「

U
拠

整

の

修

談

働

専

。

が

及

労

が

に

る

阿

ん

の

院

を

相

労

た

ん

、

を

県

の

時

き

升

が

制

病

ス

な

む

め

せ

は

響

、

院

談

で

バ

の

体

点

一

ま

含

含

ま

療

影

て

病

相

、

が

ト

て

談

拠

コ

ざ

を

を

り

治

な

し

点

ん

と

一

ベ

相

ん

修

ま

ル

度

あ

ん

き

と

拠

が

こ

ポ

す

労

が

研

さ

ブ

制

は

が

大

組

ん

、

る

サ

※

就

門

る

ラ

種

で

も

取

が

し

け

プ

。

0就労相談体制の整備「社会労務士による相談」

米子医療センターでは、上記、がん労働相談ワンストップサポートに加え、毎月、院内に社

会労務士を配置し

、相談体制のさらなる充実を図っています。

0がん就労支援啓発冊子の配布

働くことが可能で、かつ働く意欲のあるがん患者が安心して働けるよう、事業者や同僚従業

員に対する就労支援に係る正しい知識の普及を図ることを目的とした啓発冊子を、県が認定す

るがんパートナー企業(全従業員)に配布しました。

配布企業数:340社(従業員 18，174名分)

配布時期:平成 25年 11月

冊子名: r身近な人ががんになったときJ (国立がん研究セン9一発行)

~地域・職場・学校で役立つがんの知識と情報~

※主な項目

・職場の人ががんになったとき

・負担にならない範囲で気配りを

-復職後も通院が続くことへの理解を

.職場で管理や指導の立場にある方へ

・必要に応じて人事担当者や専門家に相談を

・就業規定や経済的な支援制度について情報提供を

i栓会とがん@ ‘ぷ，11滋滋怒;，:

.身近没入が E 
aんになったとき . 
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一 》がん検診受診率向上パートナー企業認定制度(当該要件項目)に
取組む企業数の増加を図る

》がん検診受診率向上パートナー企業認定制度(当該要件項目)に
取組む企業数の増加を図る

県
専門的ながん相
談と労働相談を
同時に受けるこ
とができる体制
(がん患者労働
相談ワンストッ
プサポート体制
整備)

》すベてのがん診療連携拠点病院で実施

がん検診

受E室率向

上パートナ

ー認定企

業

がん就労支援啓
発冊子の配布

》従業員に対する配慮及び環境整備のための啓発の実施

》従業員に対する配慮及び環境整備のための啓発の実施

【県が実施する平成 26年度の主な取組み】

- 鳥取県がん検官舎推進企業アクション

がん対策の推進に協力していただける企業をパートナー企業として認定。企業と連携してがん対

策の推進に取り組むほか、企業トップを対象としたがんセミナーを開催します。

@がん労働相談ワンストップサポート

がんになり悩みを抱える労働者が、適切な相談窓口に繋がるよう、告知後早期の段階から息者に

対し、 「仕事の方はどうですか?Jの声かけを行い、潜在的な労働(就労)問題のニーズを掘り起

こすとともに、県労働相談所「みなくるJと、がん拠点病院のがん相談支援センターの連携を促進

させるなどし、さらなる相談体制の充実について検討します。

-がん診療連携拠点病院機能強化事業

がん診療連携拠点病院が実施する社会労務士配置等によるがん就労相談を支援します。
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がん患者埠働相談ワンストップサポート体制の整備について
~労働相談窓口とがん相談窓口が連携し、がん患者の生活を総合的にサポート~

1 現在の課題

厚生労働省研究班によると、がんに権患した勤労者の

30%が依願退職し、 4%が解雇されたとしづ報告がな

されており、がん患者、経験者、その家族の中には、労

働について社会的、精神的な問題に直厨している方も多

し、。

現在、がんに関する相談は、がん拠点病院(県内 5箇

所)に設置されている「がん相談支援センター(支援室)J 

で対応しており、がん寵患に伴う労働相談も受付けてい

るが、必ずしも労働トラブルを含む労働相談について、

各種制度を含め専門的知識を有しているわけではない。

一方、労働相談の対応については、労働トラブル等に

色一族)

ヂ i鴇
語||鵠|

関する相談を含め、中小企業労働相談所「みなくる」などにおいて実施されているが、がん相談セ

ンターとの連携体制はなく、がん患者は、がん相談と労働相談にそれぞれ個別に出向むく必要があ

るのが現状。

がん治療は、がん患者の今後の就労環境に私大宮な影響を及ぼすこ kから、がん相談!-労働相談

を同時受けることがで者る体制を啓備することが有効。

2. 今後の対応案(労働相談とがん棺談窓口の連携)

中小企業労働相談所「みなくる」が労働相談員をがん相談支援センヲー(支援室)へ派遣。がん

相談と労働相談をワンストップで同時に提供する体制を整備する。

(1)名称

がん患者労働相談ワンストップサポート

(2 )実施スキーム案(流れ)

毎週O曜日の午後をワンストップサポ

ートの提供可能日として位置づけ、希望が

あった場合は双方の相談窓口担当者が日

程調整を行う。(事前予約制)

ただし、相談者が急を要する場合は、提

供可能日か否かに係らず、双方、日程調整

を行うなど、がん患者支援の観点から柔軟

に対応。
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長野 67.3 長野 69.4 長野 68.6 

2 滋賀 75.0 間山 73.5 滋賀 69.2 

3 福井 77.0 香川 73.5 福井 69.6 

4 沖縄 77.3 福井 74.3 徳島 73.3 

5 三重 77.4 滋賀 74.7 三重 73.5 

6 大分 77.4 熊本 74.8 山梨 73.8 

7 山梨 78.2 大分 77.2 香川 74.2 

8 熊本 79.3 岐車 78.2 熊本 74目6

9 岡山 79.4 三重 78.5 奈良 75.8 

10 香川 79.5 島根 78.6 右川 76.1 

11 富山 79.7 沖縄 78.7 岡山 76.9 

12 岐阜 79.8 山梨 78.7 岐阜 76.9 

13 広島 79.9 新潟 78目B 千葉 77.3 

14 島根 80.1 宮崎 79.4 静岡 77.9 

15 山形 80.6 静岡 79.6 広島 78.0 

16 静岡 81.0 千葉 79.6 沖縄 78.3 

17 石川 81.6 石川 79.7 高知 78.3 

18 新潟 81.6 徳島 79.8 群馬 78.7 

19 宮城 81.7 奈良 80.0 富山 78.8 

20 千葉 81.8 広島 80.5 大分 79.2 

21 宮崎 82.0 愛媛 80.7 山形 80.0 

22 神奈川 82.5 群馬 81.4 宮崎 80.1 

23 徳島 82.7 愛知 81目4 神奈川 80.6 

24 群馬 83.2 富山 81.5 宮城 80.7 

25 奈良 83.3 京都 81.8 愛知 80.9 

26 愛知 83.6 福島 81.9 東京 81.4 

27 鹿児島 83.7 山形 82.0 新潟 81.4 

28 福島 84.0 宮城 82.1 茨城 81.5 

29 茨城 84.5 東京 82.4 京都 81.81 

30 京都 84.8 埼玉 82.9 岩手 82.1 

31 埼玉 84.9 茨城 83.0 埼玉 82.2 

32 栃木 85.1 鹿児島 83.6 鹿児島 82.4 

33 東京 85.4 栃木 83.9 栃木 82.6 

34 愛媛 86.1 兵庫 84.0 兵庫 82.7 

35 兵庫 86.5 神奈川 84.5 島根 82.9 

36 山口 87.4 岩手 85.7 福島 83.1 

37 福岡 87.6 高知 86.5 山口 83.1 

38 佐賀 87.9 山口

39 長崎 88.3 長崎

40 高知 88.4 福岡

41 岩手 88.4 秋田 岡 86.0 

42 大阪 大阪 佐賀 86.9 

43 北海道 北海道 大阪 87.2 

44 和歌山 和歌山 87.7 

45 秋田 秋田 89.0 

46 94.0 北海道 89.6 

47 97.7 青森 96.5 



調授受惨事低単年度実績
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がんの先進医療を受けることを検討されておられる察民の皆様ヘ

大田原

• 

実質、無利子で

震療費ローンが

利用可能に

※県が指定する金融機関の専用ローンにF長ります.

鳥取県は、高額な医療費がl的要となるがんの先進医療を受ける方やその家
族の万への経済的支援を行い、がんの先進医療を受けやすい環境づくりを推
進するため、県が指定する金融機関のがん先進医療費専用のローンを活用さ
れた方iこ対し、利子椙当額を朗成します。 亨て乞号刊手えてきた~lÊ';妥とかコきます。

粒子線治療(第2先進室療設徳)

厚生労働省が将来的な保険導入のための評価を行うものとして、保険診療と

の併用を認めた第2先進医療技術及び第3先進医療技術のうち、がんの治療を

目的とした医療. (ただし、本助成対象の暗1<=.，..吋輔世帯取引

織議
次のア、イのいずれにも該当する方

ア国内でがんの先進医療を受ける予定のある方及びその親族(3親等内〕
※上記「がんの先進医揮を受ける予定のある方」は、現世、県内に住F施有し、かつ、朝青白から過去1年以よ県内に住融有している方に限ります.

イ課税総所得力'60口万円以下の世帯に属する方

最大300方円まで 年利固定6%(保証料を含む〉以内

蹴語調
最長7年間(84か月)以内 務室酬限世間融資に対する盟都基地lIt抑ζ利子を宝仙た自の酎る月から時

日笠塑お縦糊溺等協祭カ噛前神耐ふジ山入 吋 l
0 山陰合同銀行「鳥取県がん先進室療資ローンj 平成23年12月2日より運用開始

0 鳥取銀行「鳥取県がん先進医療貴融資制居む 平成，24年6月25日よリ運用開始

。鳥取信用金庫「鳥取県がん先進医療口}ンJi 
0 倉吉信用金庫 f鳥取県がん先進医療ローンJ ト 平成24年7月9日より運用開始

。米子信用金庫 f鳥取県がん先進医療ローンJJ 
0 島根銀行 f鳥取県がん先進医療費ローン」 平成24年10月1日より運用開始

議このり』フレ叶"、制厘の概要を記重宝Jたものです.*智阪の鉾掴ごついては、 ζち臼こお九1、合わせくだet、.

! 買層殴県弾事阪市j工津730 0857-22-5695 
山同一一 ---…ωM叩ω m叩川明._'"'-_.…ふ…ー…m川町，--".，--信仰ゐムムぬナ山一一一一叩ヤ即時山-叩---叩--刊一一日町一一~一一…一 一句 叩?…mω……山が←ぃ…一一…一一-刊ふ町一 何時ωω--…μJ

中lls総合事務所福担保健局鐸康支援i果 ;鳥取県窟吉市東巌証書~2 0858-23~3146 
叩…叫叩ゆω …鈴W 山m一一一一一ωωωω……一一一山叫…~マーす ……一…川…山叫一一司…ー 一山…ム匂 一一…吋一一…一一… v 凶竹山ω山M

i i:9Ss総合事務所苦言祖上保告書L笥健康支援諜 !鳥取県米子市東福原1T131-45 i 0859-31-9319 
弘子峨即断内向町村吋均時時m…榊同船叩吋柳町仰向榊時制問...4馳側叫制抑ゆ._-鳩山叩-貯問問貯叫_.叩吋…四叩仰鴨州問問品加………裕一齢叩叫仲山縄問叫-""-.""-"，，，，~-

U発臓福祉雑踏康豆腐鶴政策課がん隼活習慣病対策室早成24利用13現在 [Vo.3]
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続議

長期入焼

間苦2G

J口!限

外来遜院

カ〈; 。

長慾む
じい四，、一一

主主入i減'->>

品作間

リハi二lJ

長期{耳、お

は相談。

がんの治療は、あなたの家庭や仕事に大きな影響を及ぼすことがあります。

がんの療養生活ゃがん医療費などの各議支援紘度に詳しいがん棺談員と、労働トラブルやと

会保理主を含めた各種労働制度;こ詳しL 、労働格談員$通常荷者l土、それぞれおの場所で、 ~iJ々
な活動していますが、あなたの「がんと仕事」の巡みに荷蒋(ワンストップ)にお応えしようと、この2
つの相談員が手を繋ぎました。

がん棺談と労働相談を同時に提供することで、あなたへの支援の憶がぐっと拡がります。

私たちは、あなたの闘病と「働くJをサポートします。
ワンストップサポートを希望される方は、 3営業目前までに電話予約が必要ですっ

戸東寄E

中部 i

器機盤機騒議麟議機鱒鱗露機
鳥取県立中央病院 ; 毎月第1金濯日 がん宇院長支援室
がん相談支援護 ; 午後2時-4'寺 0857-21-8501 

鳥取市立婿院 毎R第3金曜日 がん総き支援セン

がん総合支援センター 午後2時-4待 ; 附 d-m

鳥取県立軍全病院 毎胃第4火曜日
がんキE談支援室 午後26寺-48'寺

鳥取大学医学部附震病袋
がん格談支援室 髄時

がん相談支援室
0858-22-8]81 

がん相談支援室

労苦路相談所
fみなくる鳥取」
む120-451-783
0857-25-3000 

労働相談所
fみなくる倉吉」
0858-23-6131 

I 西部 7…一一一…必ー…一一一一…ー← 山 m …

米子医療センター 随時

0859-38-6294 ! 労働相談所

ふi^，~自談支援セジ--， rみなくる米子J

制開設場誠繍訴事訴事誕穣でも対応可能で寸.
:々.-._-- 0859-31…8785 

蹄 5傍若聖書@事善命は、別主主ご相絞ください.

鳥取県がん診療連燐拠点病院/鳥取県中小企業労働相談所fみなくるj
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鳥取県がん対策推進計画の受診率目標50%に対し、本県の受診率は約25%。
受診しない理由のよ位I立、 f忙しく時間がないJ、「関心がないJ0 (H21年実施した街頭ア、ノケー

がん検診を受診しやすい体制整備と啓発活動が必要。
[検診体制強化]

⑮ 闘がん検診支鰐
県民が休日にがん検診を受診できる機会を増やすため、市町村に対し、休日にがん検診を実施した場合に必

要となる休日割増し費用を支援し、平日にがん検診を受けられない県民に対する利便性の向上を図る。

~大揚がん倹診特別推進事業
継続 本事業対象者に大腸がん検診キットを郵送又は各地区健樹目談員勲選じ、直援送付することで、検診受診手
、〆 続きの簡便化を図的、あわせて大腸がん及ぴ大腸がん検診に言ナする正しし知識の普及を干すし¥大腸がん検診の受

診率の向上を図る.

/"¥地域のがんを老える協議会
{継 j 東部福祉保健事務所及び県福祉保健局が中Il;、となり、各国域(県東部、中部:， i'1!i吉s)で関係団体が連携し、地域
'--ノ の特性に応じたがん対策を協議し、地域レベルでがん対策推進を検討する。

⑭市町柑がん検診知事表彰韓

丈一ツ がん検診の受診状況が優れているもの、また、受診率向上に向けて創意工夫を凝らした取組を積極的に進め
ー る市町村等を表彰することにより、優良事例を紹介するとともに、市町村のがん検診事業の更なる促進を促す。

缶詰鳥取県がん検診推進パートナー企 業 募 集
にごア がん対策の推進Lこ協力してνただける企業をパートナ}企業として認定。企業の事業者と連携し、従業員に

対するがん検診の受診勧奨に取組む。

[啓発活動]
@かか同医連携受診勧奨強化事 業

県民Lこ、がん検診を定期的Lこ受検することの大切さを理解して頂〈ためのわかりやすし勺日フbットを作成し、医療
機関において、かかりつけ医から広〈県民に対し、受診勧奨してI買くととにより受診率向上を図る。

{新規}鳥取県がん情報ナビサイト

Lノ 市町村がん検診窓口、が比療養に役立つ情報.がん統計ヂー.-)1など県民こわかりやす〈有益な情報を網羅したが
ん尊用ウエブサイトを構築する。

雇通がん検診受診率向上総合啓発事業〈地域密着型普及活発事業を含む〉

で"'... ツ がん検診の受診啓発について、がん検診集中キャンベ}ン月間(10月)を中心4こ、各種メディアを連携させ、効果
) 的な啓発を図る。

( d謝鋸静遜燐繰謡繰挙議はJ湾縮まF湾干塑E
{勉稔詞怠取察がん征圧大会〈毎ま年手9月上匂〉
¥こヌ 県医師会、鳥取県保健事業団と共催で、一般県民を対象Lこがんに関する講演等を実施。

f"'¥出張がん予防教室
:継続) 子どものごろからがんに対する正い、知識を普及することが重要〕働き世代を含め、各世内こ応じたがん仁対する
'-" 正しし、知識を効果的に啓発するため、学校や事業所等で行うがん予助教育に、講師の派遣及び教材提供を行う。

にコ鳥取県がん様診推進パートナー企業募集〈藷掲)
i総司 が比対策の推進に協力してし、た削る企業をパートナ日企業として認定。食業の事業者と連携し、従業員に
"-" 対するがん検診の受診勧奨ピ取組む。

缶詰乳がんピジクリボン運動
ヤウ 地域で実施されるピンクJボンイベントと連携し、乳がん検診及び自己触診i去を広くPR.(のぼり、リーフレット、

触診モヂルなどを活問〉

その他、市町柑へのがん啓発展示パネル、手Lがんモデルの貸し出し、県広報誌を活用した盛発等

89 
※平成25年度より、毎年7月を「鳥取県肝臓病月間Jとして位置づけ、肝臓がん予防を目指し、 TVCMなどの啓発事業を展開。



鳥取県がん対策推進計画の受診率目標50%に対し、本獲の受診率は約25%。
受診しない理由の上位は、「忙しく詩情がない」、「関心がないJo(H21年実施した街頭アンケとで恋

がん検診を受診しやすい体制整備と啓発活動が必要。

[検診体制強化]

ι3大腸がん検診特別推進事業
{継続iマf!!1f')'j 本事業対象者に大腸がん検診キットを郵送又は各地区健康相談員等を通じ、直接送付することで、検診受診手

百 f 続きの簡便化を図的、あわせて大践がん及び大腸がん検診に対する正しい知識の普及をtTい、大腸がん検診の受
診率の向上を図る。 ※平成立4年度補助対象年歯舎を拡大

ぷ三、体臼がん検診支援事業
{継続iで'f!!tID'j 農民が休日にがん検診を受診できる機会を増やすため、市町村に対し、休日にがん検診を実施した場合に必
、〆 要となる休日割増し費用を支援し、平目Lこがん検診を貸出ずられた丸、県民に対する利便性の向上を図る。

r'¥地域のがんを号言える協議会
{継続i県福祉保健局が中心法制、各国場〈県東部、中部、西部。で関係団体が連携し、地域の特性3こ応じたがん対策を
"-/ 協議し、地域レベルでがん対策推進を検討する。

⑮市酬がん検診知事表彰事業

が比検診の受診状況が優れているもの、がと、受診率向上iこ向けて創意工夫在凝らした取組を積極的に進め
る市町村等を表彰することによ汐、優良事例を紹介すると企もに、市町村のがん検診事業の更なる促進を促す。

{制穏取県がん検診推進パートナー企業募集
に了イフ がん対策'(J)推進に協力していただける企業をパ}トナー企業として認定。企業ゆ事業者と連携し、従業員に
一 対するがん検診の受診勧奨に取組む。

{啓発活動]

⑮が臓器瞬向上総合啓発事業〈糊輯型欝随発事業器む〉

がん検ま釦の受診積発にっし、て、がん検診集中キャンペーン月間(10月〉を中心4こ、各種メディアを連携させ、効果
的な啓発企図る.

生議必高儀t話i錨錨議鵡室鋭鉛[JF滞壁箱賜届犠義侶制三ヨ必柴波2む蛇伐i官包Y三、弛ナ

i抽継続剖}鳥取祭がん征庄大会〈毎年9月j上ニ包〉
¥二ノ 県医師会、鳥取県保健事業団と共催で、一般県民を対象』こがん伝聞する講演等を実施a

f一、出張1Jtん予防教室
(継続j 子どものころからがんに対する:a.しい知識を普及することが重要。働幸世代を含め、各世代に応じたがんに対する
"-/ 廷しい知識を効果的に事告発するため、学校や事業所等で行うがん予防教育に講師の派遣及ぴ教材提供を11う。

倫鳥鵬がん検診雌パートナー企 業難〈輔〉
¥."'金事ヲ がん対策ゆ推進』こ協力していfとだける企業をパートナ}企業として認定.企業の事業者と連携し従業費K
'--'" 対するがん検診の受診勧奨に取組む。

晶玉}乳がんピンクリボツ運動
でι勺/ 地域で実施きれるピンクリボンイベント占連携し、乳がん検診及ぴ自己触診}去を広(PR.(の』初、リF フレット、
一 触診モヂJb>ttどを活用〉

i継続1需がん死亡ゼロのまち中部プロジェクト著書業
Lノ胃がん検診の受彩、胃内閣鏡検診の有効他こっして啓発する。〈県中部総企事務所〉

その他、市町柑へのがん惑発展示パネル、乳がんモデルの貸し出し、県広報誌を活用し定啓発等

※平成25年度より、毎年7月を「鳥取県肝臓病月閉止して位世づけ、肝臓がん予防を目指し、肝炎ウィルス検査アクセス
向上事業やTVCMなどの啓発事業を展開。



鳥取県がん対策推進計画の受診率目標50%に対し、本県の受診率は約25%。

受診しない理由の上位は、「忙しく時間がない』、「関心がないJ0 (HZ 1 

がん検診を受診しやすい体制整備と啓発活動が必要。

[検診体制強化]
ζミ特定健診・がん検診悶時受診体制整備事業
j新規j 事業所等で特定健診、がん検診を同時に受診できる体制を整備し、特定健診、がん検診の相互の受診率の向
でf 上を図る。あわせて、がん検診未実施事業所九のアプローチを通じ、従業員に対し、検診の重要性を啓発する。

ι .. iレディース検E雛進事業
[新規j
マ勺/平成24年度(単年)のモデル事業として、検診受入れ機関が少ないと言われている乳がん、子宮がん検診に特化

し、同時に受診できる体制強化を実施する。 あわせて乳がん自己触診法の普及啓発を実施する。

/手ふ検診受診率向上戦略研修会
l新規lkア匂/民間企業で培われたマーケティング手法を社会問題解状に役立てる手法(ソーシャルマーケティング)に着目し
ー た、がん検診受診率向上のための検診担当者向け研修会を開催。受診行動を誘引する効果的なアプローチ法

について、他県の事例を学び、今後の戦略の参考にしていただく。

ζコ大腸1Jt，ん検診特別推進書業
l拡大j本事業対象者に大腸がん検診キットを郵送文は各地区健康相談員等を通じ、宜接送付することで、検診受診手
一 続きの簡便化を図り、あわせて大腸がん及び大腸がん検診に対する正しい知識の普及を行い、大腸がん検診の受
( 診率の向上を図る。 ※平成24年度、補助対象年齢を拡大

(主同休日がん検診支緩事業
lケ勺f 県民が休日にがん検診を受診できる機会を増やすため、市町村に対し、休日にがん検診を実施した場合に必

⑭一日ーを支援し…一け山県民に…便性一る

地域のがんを誓える協議会
県福祉保健局が中心となり、各関域(県東部、中部、西部)で関係団体が連携し、地域の特性lζ応じたがん対策を

協議し、地域レベルでがん対策推進を検討する。

⑭市町柑がん検診知事表彰事業

~で/ がん検診の受診状況が優れているもの、また、受診率向上に向けて創意工夫を凝らした取組を積極的に進め

る市町村等を表彰することにより、優良事例を紹介するとともに、市町村のがん検診事業の更なる促進を促す。

⑭鳥取県がん検診推進パートナー 企業融
がん対策の推進に協ゐしてし、ただける企業をパートナー企業として認定。 企業の事業者と連携し、従業員に

対するがん検診の受診勧奨に取組む。

[啓発活動1
o 現がんピジクリボン還鋤推進事業
l新規l¥.'"岬ツ 乳がん検診受診及び自己触診法を広くPRするため、各圏域において各種団体等と連携した啓発活動を行弘

こるがん検診受診率向上総合瞥発事 業
i継続j がん検診の受診啓発について、船ディアを連携させ、効探的な啓発を図る。
〉=f ※テレビCM、ラジオCM、新聞広告、オpジナルヤイレットペーパ一等を活用し、啓発を行う。

l新規}がんフ方ーラム「女性特有のがんを壱えるフ'.t-ラム〈仮称)J 
'-ノ がん予防及びがん検診受診等について関心をもって漬くための啓発イベントを開催する眼

(海副鳥取県がん征圧大会(毎年9月上旬〉
てつF 県医師会、鳥取県保健事業団と共催で、一般県民を対象にがんに関する講演等を実施c

r百出張がん予防教室
i継続j 子どものころから語Zんに対する正しい知識を普及することが重要白各世代に応じたがんに対する正しい知識を効
下プ 果的に啓発するため、学校や事業所等で行うがん予防教育に、講師の派遣及び教材提供を行う。

{色合}宵がん死亡ゼロのまち中部プロジェクト，業
ぞうf 胃がん検診の受診、宵内視鏡検診の有効性につし、て啓発する。(県中部総合事務所)

ど台、鳥取県がん検診推進パートナー企業募集(再掲〉
i鍵続) 古%対策の推進に協力していただける企業をパートナー企業として認定。 企業の事業者と連携し、従業員lこ
..._... 対するがん検診の受診勧奨に取組む。

その他、市町柑へのがん啓発展示パネルの貸レ也し、県広報誌を活用レた受診勧奨等
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鳥取県がん対策推進計画の受診率目標50%に対し、本県の受診率は約25%。
職場や家庭内で多忙な年代40-50才の検診受診率が低い傾向にある。
受診しない理由の上位「忙しく時聞がないJ、「関心がないJ，(H21年実施した街頭アンケートの結果)

がん検診を受診しやすい体制整備と啓発活動が必要。

( [検診体制強化]
¥ 

@大揚がん検診特別雌事業
本事業対象者に大腸がん検診キットを郵送又は各地区健康相談員等を通じ、直接送付する

ことで、検診受診手続きの簡便化を図り、あわせて大腸がん及び大腸がん検診に対する正しい
知識の普及を行い、大腸がん検診の受診率の向上を図る。 担軽率肢23隼磨ー補動対象安拡大

!拡大}休日がん検診支媛事業
"-/ 県民が休日にがん検診を受診できる機会を増やすため、市町村に対し、休日にがん検診を

実施した場合に必要となる休日割増し費用を支援し、「忙しい、時聞がない」との理由で、がん

検診受診を受けられない県民に対する利便性の向上を図り、未受診者掘り起こしを図る。
- 世話事成23まE摩補助対象事与枇士

¥ 

(新規)地域のがんを者える協議会
':.....J 県福祉保健局が中心となり、各圏域〈県東部、中部、西部)で関係団体が連携し、地域の特性

に応じたがん対策を協議。 地域レベルでがん対策推進を検討。

継続市酬がん検診知事務職
て_，ツ がん検診の受診状況が優れているもの、また、受診率向上に向けて創意工夫を凝らした取

組を積極的に進める市町村等を表彰することにより、優良事例を紹介するとともに、市町村の

がん検診事業の更なる促進を促す。 ノ

/啓発活動] ¥ 

年~がん検診憂軍参率向上総合啓発事業
~'YがλJ検診受!の受啓発について、各種メディアを連携させ、効果的な務発を図る。⑮ ※子レ…ジオCM棚広告旭シばングザ等での瞬間

胃がん死亡ゼロのまち中部プロジヱクト事業
~、胃がん検診の受診、胃内視鏡検診の有効性について啓発する。(県中部総合事務所)

伊現)がん協定金業と連縫レた「がんを知る展Jの開催(的~印5ジャスコ鳥取北〕

4斗がんと向き合うフ才一ラム〈仮称3
てごアがん予防及びがん検診受診等について関心をもっで頂くための啓発イベントを開催する。

(制がん征駄会棚上旬〉
又こy 県医師会、烏取県保健事業図と共催で、一般県民を対象にがんに関する講演等を実施。

⑩米子ピンクリポンフ冗工ス却タとωの遥蹴携 (6町仰/

乳がん患者会「あけぽの会」と連携し、大型ショッピングセンターにおいて、乳がんマンモ検

⑩診向コートを開催。
市 zへのがん啓発展示パネルの貸し出し、県広報誌を活用した受診勧奨等

I <6月補正予算で予算計よとなった受診率向ょに関する新規事業> I 
i圃鳥取県がん検診推進企業アウション(事業所トyプへのがんセミナ一、検診推進パートナー企業募集) I 
|・出張がん予防教室(事業所、学校等への檎師派遣)、 聞特定健診・がん検診同時実施支援事業 | 
l・がん経験者及び患者家族による経験骸冊子作成 ! I _1" ，，，"'.....，.....-...，-........"""，，，.，，-............................，，.. ~ ，....，..，.. _______ Iノ

¥ 
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鳥取県福祉保健部健康政策課

がん検診受診率向上プロジェクト'盟l
~新規受診者を掘り起こせ I_-:;T .~.L 

堕EJ鳥取県がん対策推進計画の受診率目標50%1こ対し、 H20年度受診率約25%
職場や家庭内で多忙な年代40-50才の検診受診率が低い傾向にある。

受診しない理由の上位「忙しく時聞がない』、「関心がないJ，(H21年実施した街頭アンケートの結果)

がん検診を受診しやすい体制整備と啓発活動が必要。

_[検診体制強化]

(新)大揚がん検診特別推進事業
'--" 本事業対象者に大腸がん検診キットを郵送又は各地区健康相談員等を通じ、直接送付する

ニとで、検診受診手続きの簡便化を図り、あわせて大腸がん及び大腸がん検診に対する正しい
知識の普及を行い、大腸がん検診の受診率の向上を図る。

i継続)休日がん検診支援事業
"---ノ 県民が休日にがん検診を受診できる機会を増やすため、市町村に対し、休日にがん検診を

実施した場合に必要となる休日割増し費用を支援し、「忙しい、時聞がない」との理由で、がん
検診受診を受けられない県民に対する利便性の向上を図り、未受診者掘り起こしを図る。

i継続i市町村がん検診知事表彰事業
¥ーノ がん検診の受診状況が優れているもの、また、受診率向上に向けて創意工夫を凝らした取

組を積極的に進める市町村等を表彰することにより、優良事例を紹介するとともに、市町村の
がん検診事業の更なる促進を促す。

[鳥取県がん撲滅キャンペーン]

(争当)米子ピンクリボンフェスタとの連携
てこY 乳がんf患者会「あけぼの鳥取」と連携し、乳がんマンモ検診体験コーナーを開催。(釘20)

ζる民間企業と連携したがん検診受診啓発
l新規lF匂/顧客対応等で多くの県民に接する機会を持っと伴に、地域住民を多数雇用しているなど、
)高い普及啓発効果が見込まれる企業等と連f書して、がんに関する正しい知識及び検診の必
r 、要性について情報発信を行う。 (7/31rがん検診受診率向上シンポジウムjアフラック共催)

継続がん笹庄太会
'----ノ 県医師会、鳥取県保健事業団と共催で、一般県民を対象にがんに関する講演等を行う(9げ7)。

師五)健康づくり文化創造・がんを知る県民フ才ーラム
てこノ多くの県民にがん予防及び亦ん検診受診について関心をもって頂くため、がん予防のため

(の食育、運動及びがん検診受診の重要性を伝える啓発イベントを開催する。 (9/20)

(新規l島根県と連携し定、がん検診受診嘗発テレビCM (9月)
¥:ーーア 9月に鳥取・烏根の両県で放映

{新規)土日にがん俊診が受診できる医療機関を紹介する新聞折込チラシ (11/10) 

(新規!大腸がん検診受診啓発テレビCM<11月)

:新規.)7.)1ん苅策推進リーフレット
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鳥取県福祉保健部健康政策課

がん検診受診率向上プロジェクトl盟E
~新規受診者を掘り起こせ ...  

号E心鳥取県がん対策推進計画の受診率自様50%に対し、 H19年度受言書率約27%

職場や家庭内で多忙な年代40-50才の検診受診率が低い傾向にある。

受診しない理由のよ位f時間がとれないJ、「面倒J(内閣府HP)

がん検診への啓発活動と受診しやすい環境整備が必要。

⑨胞がん倹診鵡事業匡E
¥制ノ 異民が休日にがん検診を受診できる機会を増やすため、常宮T対浩明也:こがん検診寺実

施した場合;こ必婁となるi*8響j土量し費用を支援する。

・実施主体市町村 I P，;\'~J直日

481ん様診縛診者掘り超ζ日デJ帰業 r鳥取県がん撲滅キヤンペ一辺
1初T} がん検診未受診者掘り起こしのため、生旦の県東吉正中部、
、._/ 者をう=ーゲットにがん且却軍事liI.パネル罵克rFがん格稔鼎平の!i?有毒事事才干し、がん梅幸初3啓 器t

また、がん検診受診者の利便性向上に向けた試験的な取り組みとして、県東部、中古11.西部ぶ

取り組みを行う.
-事業実施検診機関
※検診についてlま試験的な取り組みであるため、平成21年度は鳥取市、倉吉市、米子市が実施
その他の各市町村についても、啓発三コーナーを設置予定。
9!27(日〉米子高島屋、 10!3(:t)ジャスコJ鳥取北底 10!25(日〉倉吉パープル者ウン

⑨ 鳩 が ん 蹴県民フォーラム直E
¥二ノ 大携がんば、本県においても近年顕著に穫患者数が増訴し、特;こ女性のがん死亡率第1

位となってしも現状を鑑み、多くの県民に大腸がん検診;こ震心をもって環くためム本塁益ム
検診の検診率雨上に繋がるイベントを開催する。

。実施主依:県 O日時・場所:8月1ヨ(土)とりぎん文化会宣言

⑧ 宙開山部韓団
がん検診の受診状tえが優れてし、るもの、また、受診率f詞トに向けて創煮工突を凝らした

取組を滞格的;こ進める宵討中守幸喜を表彰することにより、優良事例を紹介するとともに、がん

検診受診の喚起を盛る。

。笑鐙主体:鳥取県 O表彰a8i寺・場所:9月81=l(火):倉吉未来中心「がん在EEE大会j

(fJî;迫女性のがん検診普汲瞥発 I'~~J
℃フ1 手しがん検診の普及啓発を行う全匿さちイベント『ピンクリボン運動Jと連動し、塁基盤謹厚

においてピンクリボンイベントを三:L

。実施主体:呉 o pS:寺・場所:10月48(8)とりぎん文化会宣言

♀みがん検診勝啓発頼関折返みチラシ 1 l1i~J
F勺/がん検診の重要性を果実lこPRするためのがん検診受診啓発新商析込みチラシ

- 0実施主体:呉 C時期:10月11S (事Lがん月間)

必〕その他広報置きヨ
にこン 県教だより(7月号)、テレビ広報fとっとりTRYj(6/28)、県立密書宣言等でのパネル展(12月)
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